
2023 年度技術士第二次試験 

筆筆記記試試験験問問題題・・合合格格答答案案実実例例集集  

［［総総合合技技術術監監理理部部門門］］  

AAPPEECC--sseemmii  ＆＆  SSUUKKIIYYAAKKII 塾塾  

①①択択一一問問題題とと正正解解・・解解説説  
②②記記述述問問題題とと答答案案事事例例  



 
 

択一問題 
問題と正解・解説 

（総監クラブ作成） 

- 1 -



Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

【経済性管理】 
 
Ⅰ－１－１ 単年度で終結する 3つのプロジェクト A，B，Cがある。各プロジェクトでは，投資額に応じてそ

こから得られる利益額が下表のように与えられている。各プロジェクトへの最大投資額はプロジェクト Aで

は 4,000 万円，プロジェクト B，及びプロジェクト C ではそれぞれ 2,000 万円である。投資は，各プロジェ

クトに対し 1,000 万円を 1 単位として全体で 4 単位まで可能である。各プロジェクトに何単位ずつ投資す

ると，得られる利益額の和が最大となるのかを検討している。利益額の和が最大となる各プロジェクトへの

投資方策におけるプロジェクト A への投資額として，次のうち最も適切なものはどれか。 

 

表 各プロジェクトへの投資額と得られる利益額（万円） 

 

 

 

 

 

 

 

① 0 単位（0円） 

② 1 単位（1,000 万円） 

③ 2 単位（2,000 万円） 

④ 3 単位（3,000 万円） 

⑤ 4 単位（4,000 万円） 

投資額 プロジェクト A プロジェクト B プロジェクト C 

0 0 0 0 

1,000 200 150 160 

2,000 320 220 290 

3,000 420 － － 

4,000 510 － － 

【解答②】 

［解説］（令和 5 年度 試験問題 出題 1）  

① ×誤：A（０単位）＋B（２単位）＋C（２単位）＝0+220+290    ＝510 万円 

② 〇正：A（１単位）＋B（１単位）＋C（２単位）＝200+150+290  ＝640 万円 ∴最大 

③ ×誤：A（２単位）＋B（１単位）＋C（１単位）＝320+150+160  ＝630 万円 

④ ×誤：A（３単位）＋B（０単位）＋C（１単位）＝420+0+160    ＝580 万円 

⑤ ×誤：A（４単位）＋B（０単位）＋C（０単位）＝510+0+0      ＝510 万円 
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Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

Ⅰ－１－２ 損益分岐点分析を行うため，下図のような横軸に販売量，縦軸に金額（売上高及び費用）をとっ

たグラフを用いる。このグラフを用いた分析に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。なお，

総費用は固定費と変動費から構成され，固定費を F，販売量をｘ，販売量１個あたりの変動費をｖ，１個当

たりの販売価格をｐとし，ｐ＞ｖであるとする。また，全ての金額は０よりも大きいものとする。 

 

 

 

 

 

 

① Ｆとｐは変化せず，ｖが増加すると，損益分岐点の販売量は減少する。 

② Ｆ，ｖ及びｐは変化せず，ｘが増加すると，利益が増加あるいは損失が減少する。 

③ ｖとｐは変化せず，Ｆが増加すると，損益分岐点の販売量は増加する。 

④ Ｆとｖは変化せず，ｐが減少すると，損益分岐点の販売量は増加する。 

⑤ Ｆは変化せず，１個当たりの限界利益が減少すると，損益分岐点の販売量は増加する。 

【解答①】  

［解説］（令和 5 年度 試験問題 出題 2） 

① ×誤： 

・設問ケース：Ｆ（固定費）とｐ（販売価格）は変化せず、ｖ（変動費）が増加 

・結果：限界利益（ｐ－ｖ）は減少する。 

・結果：損益分岐点（Ｆ／限界利益）は増加する。 

② 〇正： 

・設問ケース：Ｆ（固定費）、ｖ（変動費）、ｐ（販売価格）が変化せず、ｘ（販売量）が増加 

・結果：利益（限界利益×ｘ－Ｆ）は増加する。 

③ 〇正： 

・設問ケース：ｖ（変動費）とｐ（販売価格）は変化せず、Ｆ（固定費）が増加 

・結果：損益分岐点（Ｆ／限界利益）は増加する 

④ 〇正： 

・設問ケース：Ｆ（固定費）とｖ（変動費）は変化せず、ｐ（販売価格）が減少する 

・結果：限界利益（ｐ－ｖ）が減少する 

・結果：損益分岐点（Ｆ／限界利益）は増加する 

⑤ 〇正： 

・設問ケース：Ｆ（固定費）は変化せず、限界利益が減少 

・結果：損益分岐点（Ｆ／限界利益）は増加する 
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Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

Ⅰ－１－３ 設計管理に関する次の（Ａ)〜（Ｅ）の用語と，それらの説明である（ア）～（オ）の組合せと

して，最も適切なものはどれか。 

 

（Ａ）信頼性設計 

（Ｂ）保全性設計 

（Ｃ）デザインイン 

（Ｄ）デザインレビュー 

（Ｅ）フロントローディング 

 

（ア）故障が発生した場合，その故障個所がすぐに検知でき，容易に修復できるように考慮した設計法。 

（イ）対象物が，与えられた条件の下で，与えられた期間，故障せずに，要求とおりに遂行できるようにす

ることを目的とした設計技術。 

（ウ）初期の工程のうちに試作や量産など後工程で発生しそうな問題の検討や改善などに前倒しで取組む

ことで，品質の向上や工期の短縮などを推進する手法。 

（エ）部品の製造販売を行う業者が，完成品のメーカーに設計の協力をして共同開発を行い，その際に自社

の部品をその新製品の組立てに使用するように働きかける活動。 

（オ）対象物のライフサイクル全体にわたる既存又は新規に要求される設計活動に対する，文書化された計

画的な審査。 

 

  Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

① イ ア ウ エ オ 

② イ ア エ オ ウ 

③ イ ア エ ウ オ 

④ ア イ ウ オ エ 

⑤ ア イ オ エ ウ 

【解答②】  

［解説］（令和 5 年度 試験問題 出題 3） 

① ×誤：誤っている。 

② 〇正：正しい。 

③ ×誤：誤っている。 

④ ×誤：誤っている。 

⑤ ×誤：誤っている。 

 

（ア）故障が発生した場合、その故障個所がすぐに検知でき、容易に修復できるように考慮した設計法。 

⇒保全性設計の説明 

（イ）対象物が、与えられた条件の下で、与えられた期間、故障せずに、要求どおりに遂行できるようにする

ことを目的とした設計技術。 

⇒信頼性設計の説明 
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Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

（ウ）初期の工程のうちに試作や量産など後工程で発生しそうな問題の検討や改善などに前倒しで取組むこ

とで、品質の向上や工期の短縮などを推進する手法。 

⇒フロントローディングの説明 

（エ）部品の製造販売を行う業者が、完成品のメーカーに設計の協力をして共同開発を行い、その際に自社の

部品をその新製品の組み立てに使用するように働きかける活動。 

⇒デザインインの説明 

（オ）対象物のライフサイクル全体にわたる既存又は新規に要求される設計活動に対する、文書化された計画

的な審査。 

⇒デザインレビューの説明 
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Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

Ⅰ－１－４ 品質管理で用いられる図やグラフと，その用途の例の組合せとして，最も適切なものはどれか。

 

① パレート図：改善すべき事項の全体に及ぼす影響の確認，及び改善による効果の確認をする。 

② 管理図：計量値データを統計的に解析して棒グラフで示し，平均値や中央値などの中心傾向，分布の形

状を知る。 

③ ヒストグラム：2 つの特性の相関関係を見る。 

④ 散布図：特定の結果に対する原因を定性的に分類・整理し，重要な原因を追究する。 

⑤ 特性要因図：数値データに基づいて工程の異常を発見し，安定状態を維持する。 

【解答①】  

［解説］（令和 5 年度 試験問題 出題 4） 

① 〇正：パレート図の説明である。 

② ×誤：ヒストグラムの説明である。 

③ ×誤：散布図の説明である。 

④ ×誤：特性要因図の説明である。 

⑤ ×誤：管理図の説明である。 

【パレート図】 

 

 

【管理図】 
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Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

【ヒストグラム】 

 

 

【散布図】 

 

 

【特性要因図（フィッシュボーン）】 
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Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

Ⅰ－１－５ ある工場では，設備管理に関する次の取組を行った。このうち，設備総合効率の値を高めた取組

として，最も不適切なものはどれか。 

 

① 設備の予防保全の活動を見直すことによって，設備の停止時間を減らした。 

② 設備の段取作業の省人化によって，段取作業における製造原価を減らした。 

③ 設備の作業速度低下の発生を減らすことによって，稼働時間内の加工数量を増やした。 

④ 設備の改良保全の活動を見直すことによって，不適合品の発生数を減らした。 

⑤ 設備の事後保全の活動を見直すことによって，設備故障から復旧までの時間を減らした。 

【解答②】  

［解説］（令和 5 年度 試験問題 出題 5）  

① 〇正：予防保全とは、故障に至る前に修理を行う保全方式。予防保全を行うことにより、設備の停止時間 

     減少に繋がる。 

② ×誤：製造原価の減少は、時間稼働率・性能稼働率・良品率いずれの向上に繋がらない。 

③ 〇正：加工数量の増加は設備総合効率を高める。 

④ 〇正：改良保全とは、故障が起こりにくい設備へ改善すること。不適合品の減少は良品率の向上に繋がり、 

     設備総合効率を高める。 

⑤ 〇正：事後保全とは、故障が生じてから修理を行う保全方式。設備復旧時間の減少は、予定外の停止時間 

     の減少に繋がり、設備総合効率を高める。 

 

出典：ISO22400 の評価指標「総合設備効率」とは？効率よく生産設備を稼働させるには (kaizen-navi.biz) 
https://kaizen-navi.biz/production-control/iso22400-overall-equipment-effectiveness 

・設備総合効率（OEE） 

 設備総合効率とは、生産設備の稼働効率に関する階層化された指標である。 

 製造業における一般工場の OEE 平均値は 30%～60％と言われている。 

 OEE＝時間稼働率×性能稼働率×良品率 

・時間稼働率 

 時間稼働率＝稼働時間／負荷時間 

 ・稼働時間＝負荷時間－予定外の停止時間 

 ・負荷時間＝スケジュール時間－計画停止時間 

 ・スケジュール時間 

  スケジュール時間とは休憩時間を含む勤務時間のこと。例えば 1日当たり「７時間勤務＋1時間休憩」の

場合のスケジュール時間は 8 時間となる。 

・性能稼働率 

 性能稼働率＝正味稼働率×速度稼働率 

 ・正味稼働率＝加工数量×基準サイクルタイム／稼働時間 

 ・速度稼働率＝基準サイクルタイム／実サイクルタイム 

 ・基準サイクルタイムとは、製品１個当たりの制作予定時間のこと。 

 ・実サイクルタイムとは、製品 1個当たりの制作実時間のこと。 

・良品率 

  良品率＝良品数／加工数量 

 ・良品数＝加工数量－不良品数 
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Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

Ⅰ－１－６ 各作業を早く終えて，次の作業者に引き渡すことは，作業効率を高めるために重要である。ある

作業者が，下表に示された５つの作業をこれから１つずつ順に実施しなければならないとき，５つの作業の

リードタイムの平均値が最小となる作業の実施順序の記述として，次のうち最も適切なものはどれか。ただ

し，最初に着手した作業の開始時刻を起点とし，起点となる時刻から，各作業が完了する時刻までのそれぞ

れの時間を各作業のリードタイムとする。 

 

作業名 所要時間 

Ａ ４ 

Ｂ ８ 

Ｃ ２ 

Ｄ １０ 

Ｅ ６ 

 

① Ａ→Ｂ→Ｃ→Ｄ→Ｅ の順で作業を実施した場合に最小となる。 

② Ｃ→Ａ→Ｅ→Ｂ→Ｄ の順で作業を実施した場合に最小となる。 

③ Ｄ→Ｂ→Ｅ→Ａ→Ｃ の順で作業を実施した場合に最小となる。 

④ Ｃ→Ｂ→Ｄ→Ｅ→Ａ の順で作業を実施した場合に最小となる。 

⑤ 作業をどのような順序で実施しても，変わらない。 

【解答②】  

［解説］（令和 5 年度 試験問題 出題 6） 

① ×誤： 

② 〇正：最小となる。 

③ ×誤： 

④ ×誤： 

⑤ ×誤： 

正解②で解説する。 

・5 つの作業のリードタイム 

Ｃ(2h)→Ａ(2h+4h)→Ｅ(2h+4h+6h)→Ｂ(2h+4h+6h+8h)→Ｄ(2h+4h+6h+8h+10h) 

＝２＋６＋１２＋２０＋３０＝７０ 

・リードタイム平均値 

 ７０／５＝１４時間 ∴最小 

・再遅延パターン③で確認する。 

Ｄ(10h)→Ｂ(10h+8h)→Ｅ(10h+8h+6h)→Ａ(10h+8h+6h+4h)→Ｃ(10h+8h+6h+4h+2h) 

＝１０＋１８＋２４＋２８＋３０＝１１０ 

平均値：１１０／５＝２２時間 
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Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

Ⅰ－１－７ 業務改善を実施するうえでの視点を示した ECRS の原則を用いた改善活動の説明として，次のう

ち最も不適切なものはどれか。 

 

① 作業のスケジュールを見直すことによって，作業の順序の変更をする。 

② 工程分析を行った結果を活用し，一部の工程をなくす。 

③ 完成品の利用調査に基づき，完成品の検査合格の許容範囲を狭める。 

④ 作業者の動作分析を行うことによって，動作方法を単純化する。 

⑤ 各工程の作業を見直し，別々であった工程を１つの工程にする。 

【解答③】  

［解説］（令和 5 年度 試験問題 出題 7） 

・ECRS とは、eliminate（排除）、combine（統合）、rearrange（順序入替）、simplify（簡素化）の頭文字から

なり、その順番に検証していくことで、無駄な業務を減らし、効率化を図るもの。 

・eliminate（エリミネイト・排除）：不要なものを洗い出して排除する。 

・combine（コンバイン・統合）：類似する業務を統合する。 

・rearrange（リアレインジ・順序入替）：作業順序を変更する。 

・simplify（シンプリファイ・簡素化）：複雑な業務を簡素にする。 

① 〇正：リアレインジによる改善である。 

② 〇正：エリミネイトによる改善である。 

③ ×誤：ECRS に該当しない。また、許容範囲を狭めることは品質向上を図ることができるが効率化にはな 

     らない。 

④ 〇正：シンプリファイによる改善である。 

⑤ 〇正：コンバインによる改善である。 
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Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

Ⅰ－１－８ 現品管理の活動として，次の記述のうち最も不適切なものはどれか。 

 

① ＩＣタグを活用して，ものの動きと情報を関連付けた管理を行う。 

② コンビニエンスストアにおいて，販売する食料品の賞味期限の確認を行う。 

③ 現品票を用いて，仕掛品の紛失を防止する。 

④ バーコードを活用して，販売時点情報を把握する。 

⑤ バスタブカーブの図を活用して，需要予測を行う。 

【解答⑤】  

［解説］（令和 5 年度 試験問題 出題 8） 

・現品管理 

 現品管理とは、JIS Z8141 で次のように定義されている。 

「現品管理とは、資材、仕掛品、備品などの物について運搬・移動や停滞・保管の状況を管理する活動」 

・仕掛品（しかかりひん） 

 製造中の製品。未完成品。 

① 〇正：現品管理に該当する。 

② 〇正：現品管理に該当する。 

③ 〇正：現品管理に該当する。 

④ 〇正：現品管理に該当する。 

⑤ ×誤：バスタブカーブとは、設備等の運転時間の経過に対する故障率の推移を示した図であり、 

     初期故障期間・偶発故障期間・摩耗故障期間を故障率と時間軸で表す。 

     バスタブカーブと現品管理との関係性はない。 
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Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

【人的資源管理】 

 

Ⅰ－１－９ 労働基準法，労働安全衛生法に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 

 

① 使用者は，労働者に時間外労働，休日労働を行わせる場合には，時間外労働，休日労働に関する労使協

定を締結し，行政官庁に届け出なければならない。 

② 時間外労働や休日労働に係る労働時間に関して，1か月，複数月，年間などの期間に応じた上限が罰則

付きで規定されており，一部の事業・業務については，適用が猶予されている。 

③ 使用者が，労働者に 1 か月について 60時間を超える時間外労働を行わせた場合，60時間を超える部分

の労働に係る割増賃金は，割増賃金の基礎となる賃金の 5 割以上である。 

④ 事業者は，健康管理の観点から，裁量労働制の適用者及び管理監督者を除き，労働者の労働時間の状況

を客観的な方法，その他適切な方法で把握しなければならない。 

⑤ 産業医を選任した事業者は，産業医に対し，労働者の労働時間に関する情報など，産業医が労働者の健

康管理を適切に行うために必要な情報を提供しなければならない。 

【解答④】  

［解説］（令和 5 年度 試験問題 出題 9） 

① ◯正：記労働基準法にて 1 日及び 1 週間の労働時間並びに休日日数を定めています。これを超えて、時  

間外労働又は休日労働させる場合には、あらかじめ「36 協定」を締結し、労働基準監督署に届け

出なければならない。 

② ◯正：建設事業などについては、上限規制の適用が 5 年間猶予される。

https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf P6 

③ ◯正：中小企業でも 2023 年 4月 1日より月 60 時間を超える時間外労働の割増賃金率を引き上げ。

https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf P1 

④ ×誤：裁量労働制でも 36協定の締結が必要なため労働時間の把握は必要。（深夜労働、休日労働を行った

場合、割増賃金の支払いが必要） 
⑤ ◯正：記述の通り。 
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Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

Ⅰ－１－１０ 労働における女性の活躍や育児等に係る諸法令に関する次の記述のうち，最も適切なものはど

れか。なお，いずれの記述も，一般の民間企業及びその労働者を対象としている。 

 

① 事業主は，常時雇用する労働者の数に関わらず，女性の職業生活における活躍の推進に関して，数値目

標を盛り込んだ行動計画を策定し公表しなければならない。 

② 事業主は，事実上生じている男女間格差を解消することを目的に，募集及び採用，配置，昇進などにつ

いて，女性労働者に有利な措置を行うことができる。 

③ 事業主は，職場において行われる労働者に対する育児休業等の制度又は指置の利用に関する言動によ

り，労働者の就業環境が害されることのないよう，体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じるよう

努めなければならない。 

④ 年次有給休暇の日数を設定する際に用いられる労働者の出勤率を算定するに当たっては，労働者が育

児休業を取得した期間は出勤日数に含まない。 

⑤ えるぼし認定とは，労働者の仕事と子育てに関する行動計画を策定した事業主のうち，男性労働者の育

児休業等取得率などの一定の基準を満たした事業主を認定する制度である。   

【解答②】  

［解説］（令和 5 年度 試験問題 出題 9） 

① ×誤：「常時雇用する労働者の数に関わらず」の文言が不適切。「改正女性活躍推進法」では、一般事業

主行動計画の策定が、常時雇用する労働者が 301 人以上の企業に義務づけられている。 

令和４年４月１日より、101 人以上 300 人以下の企業にも策定・届出と情報公表が義務化。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000862422.pdf 

② ◯正：女性労働者に対する取扱いなどが原因で職場に事実上生じている男女間格差を解消する目的で、

女性を有利に取り扱う措置については。法第８条に定める措置として、法第５条及び第６条の規

定には違反しない。男性労働者については特例なし。 

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/danjyokoyou_i.pdf 

③ ×誤：努めなければならない→講じなければならない（職場における妊娠、出産等に関する言動に起因

する問題に関する雇用管理上の措置等）第１１条の３ 

④ ×誤：「労働者が育児休業を取得した期間は出勤日数に含まない」の文言が不適切。 

（労基法第 39条第 7 項） 

⑤ ×誤：「男性労働者の育児休業等取得率など」の文言が不適切。 

     えるぼし認定は女性の活躍推進に関する取り組みの実施状況を評価するもの。 
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Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

Ⅰ－１－１１ 職場におけるパワーハラスメントについて政府が策定した指針（事業主が職場における優越的

な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針）に関する次

の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 

 

① 職場におけるパワーハラスメントとは，優越的な関係を背景とした言動であって，業務上必要かつ相当

な範囲を超えたものを言い，労働者の就業環境が害されるか否かに依らない。 

② 職場におけるパワーハラスメントには，上司から部下に対して行われるものだけではなく，同僚又は部

下などが有する優越的な関係を背景に行われるものも含まれる。 

③ 事業主は，職場におけるパワーハラスメントに係る相談窓口をあらかじめ定め，労働者に周知するとと

もに，相談窓口の担当者が相談内容や状況に応じ，適切に対応できるようにしなければならない。 

④ 事業主は，労働者が職場におけるパワーハラスメントに関して相談したこと等を理由として，解雇その

他不利益な取扱いをされない旨を定め，労働者に周知・啓発しなければならない。 

⑤ 事業主は，職場におけるパワーハラスメントに係る言動を行った者については，厳正に対処する旨の方

針及び対処の内容を就業規則等に規定し，労働者に周知・啓発しなければならない。 

【解答①】  

［解説］（令和 5 年度 試験問題 出題 11） 

① ×誤：「労働者の就業環境が害されるか否かに依らない」の記述が不適切。 

     労働施策総合推進法（雇用管理上の措置等）第 30 条の２  

事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当

な範囲を超えたものにより、その雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労

働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置

を講じなければならない。 

② ◯正：問題文と通り。 

     職場におけるパワーハラスメントとは、職場において行われる、以下①～③の要素を全て満たす

ものをいう。 

     ①優越的な関係を背景とした言動であって、 

     ②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、 

     ③労働者の就業環境が害されるもの 

     https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_00108.html ※5 

③ ◯正：記述の通り。 

④ ◯正：記述の通り。 
⑤ ◯正：記述の通り。 
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Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

Ⅰ－１－１２ 個々の労働者と使用者との間の個別労働関係紛争に関する次の記述のうち，最も不適切なもの

はどれか。 

 

① 都道府県労働局などの総合労働相談コーナーに寄せられる相談のうち，いじめ，いやがらせ，解雇など

の，民事上の個別労働関係紛争に係る相談の件数は，2002 年度に比べ 2021 年度は増加している。 

② 都道府県労働局長は，個別労働関係紛争に関し，紛争当事者の双方又は一方からその解決について援助

を求められた場合には，必要な助言又は指導をすることができる。 

③ 都道府県労働局長は，個別労働関係紛争について紛争当事者の双方又は一方からあっせんの申請があ

った場合，紛争の解決のために必要があると認めるときは，紛争調整委員会にあっせんを行わせる。 

④ 労働委員会は，個別労働関係紛争について紛争の解決のために必要があると認めるときは，紛争当事者

双方の主張を確かめ，仲裁裁定を行う。 

⑤ 裁判所における労働審判制度は，民事上の個別労働関係紛争に関して，紛争の実情に即した迅速，適正

かつ実効的な解決を図ることを目的とする。 

 

【解答④】  

［解説］（令和 5 年度 試験問題 出題 12） 

① ◯正：2021 年度：284,139 件  

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_00108.html#:~:text=%EF%BC%BB%E5%8F%82%E8%80%8

3%EF%BC%BD%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%93%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%8

2%8B%E5%90%8C%E6%B3%95%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E7%9B%B8%E8%AB%87%E4%BB%B6%E

6%95%B0%E7%AD%89%20%E7%9B%B8%E8%AB%87%E4%BB%B6%E6%95%B0%EF%BC%9A23%2C366%E4%BB%B6,%E7%B

4%9B%E4%BA%89%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E3%81%AE%E6%8F%B4%E5%8A%A9%E7%94%B3%E7%AB%8B%E4%BB%B6%E

6%95%B0%EF%BC%9A401%E4%BB%B6%20%E8%AA%BF%E5%81%9C%E7%94%B3%E8%AB%8B%E5%8F%97%E7%90%86%E

4%BB%B6%E6%95%B0%EF%BC%9A195%E4%BB%B6 

     2002 年度：103,194 件 

     https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/timeseries/html/g0702_02.html 

② ◯正：都道府県労働局長による助言・指導 

     紛争当事者に対し、紛争の問題点を指摘し、解決の方向を示すことにより、紛争当事者による自

主的な解決を促進する。 

      https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html 
③ ◯正：都道府県労働局雇用環境・均等部（室）又は最寄りの総合労働相談コーナーに、あっせん申請書

を提出し、都道府県労働局長が紛争調整委員会へあっせんを委任。 

     https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html#h3_3 

④ ×誤：「仲裁裁定」を行う。の記述が誤り。「仲裁裁定」ではなく「あっせん」 

     仲裁とは https://www.kokusen.go.jp/adr/hunsou/tyusai.html 

⑤ ◯正：記述の通り。 

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/roudousinpan/index.html 
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Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

Ⅰ－１－１３ 組織開発に関する次の記述のらち，最も適切なものはどれか。 

 

① 人材開発は「個人」への働きかけであることに対し，組織開発は「グループ」や「組織全体」に働きか

ける取組であり，「個人」への働きかけは含まない。 

② 組織開発の 2 つの手法である診断型と対話型のうち，診断型組織開発は，サーベイなどによる診断フェ

ーズのある手法であるが，対話も重視される。 

③ 組織開発で大切にされる価値観の 1 つとして人間尊重の価値観があり，マクレガーが提唱したＸ理論

もその表れである。 

④ 組織開発でキーとなる概念の「コンテント」と「プロセス」のうち，「コンテント」とは，どのように

コミュニケーションがなされているか，どのように課題や仕事が進められているかなど，組織メンバー間の

関係性などの諸要素を指す。 

⑤ アプリシエイティブ・インクワイアリーは診断型組織開発手法の 1 つであり，データ収集等に基づく診

断フェーズによって部署や職場の強みに光を当て，その強みや潜在力を引き出すことを目指す。 

【解答②】  

［解説］（令和 5 年度 試験問題 出題 13） 

① ×誤：組織開発とは、会社などの組織で働く人と人との関係性に働きかけ、相互作用により組織を活性

化させる取り組みのことであるため「個人」への働きかけも含まれる。 

② ◯正：記述の通り。 

③ ×誤：組織開発の四つの価値観 

1.人間尊重の価値観 

     人間は基本的に善であり、最適な場さえ与えられれば、自律的かつ主体的にその人が持つ力を発

揮すると捉えることを重視する考え方です。ということは、前述したように、マクレガーが提唱

したＸ理論（人間は本来怠け者で仕事をしたがらないという人間観や持論）とＹ理論（人間は自

己実現のために行動し主体的に仕事するという人間観や持論）のどちらをベースにしているのか

といえば、Ｙ理論の考え方になります。 

https://www.odnj.org/aboutod/ 

④ ×誤：どのようにコミュニケーションがなされているか→「プロセス」の側面。 

     令和 2 年度試験問題 Ⅰ-1-16 より 

     「コンテント」は、組織において何が話され、何が取り組まれているかなどの What の側面をいい 

     「プロセス」は、どのように参加がなされ、どのように進められているかなどの How の側面をいう。 

⑤ ×誤：Appreciative→「価値を見出す」の意味。Inquiry→「質問する」の意味 

     アプリシエイティブ・インクワイアリーは 8つの原理から成り立っている。 

①構成主義の原理、②同時性の原理、③詩的の原理、④想定の原理、⑤ポジティブさの原理、⑥全

体性の原理、⑦体現の原理、⑧自由な選択の原理 

このうち、①構成主義の原理は、社会構成主義の考え方に基づいており、社会構成主義は対話型

組織開発の根底思想である。そのため、アプリシエイティブ・インクワイアリーは診断型組織開発

手法ではなく、対話型組織開発手法となる。 

補足）診断型組織開発は第三者が組織の状態を客観的に観察・診断して課題を発見する手法。 

   対話型組織開発はそれぞれの構成員自らの対話を通じて、自らの組織の課題の発見や改善 

に取組む手法。 
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Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

Ⅰ－１－１４ 我が国で用いられている社員格付け制度に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれ

か。 

 

① 職能資格制度は，高い等級者が多くなりやすいなどの理由により，職務等級制度や役割等級制度に比

べ，総人件費が高くなりがちである。 

② 職務等級制度のメリットの 1 つは，人事異動・職務変化に適し，組織の柔軟性が保てることである。 

③ ジョブ型雇用における格付け制度では，職務等級制度や役割等級制度が用いられる。 

④ 職能資格制度では，いったん身についた能力は減らないという考えを基本としており，降格はなじまな

い。 

⑤ 職務等級制度は，キャリア目標と報酬が連動し，そのことがインセンティブとして働くため，キャリア

意識が高まる。 

【解答②】  

［解説］（令和 5 年度 試験問題 出題 14） 

① ◯正：職能資格制度は従業員の能力が下がらないことを前提にした等級制度であり、キャリアを重ねる

ほど能力が高まるという思想のもとに設計されている。そのため、職能資格制度は年功序列にな

りやすく、勤続年数がながくなるほど、人件費が高くなってしまう。 

② ×誤：職務等級制度は高い専門性を有した人材を多く抱えているため、技術革新などの外部環境の変化

により職務が変化した場合、これまでのスキルが通用しなくなるなど、環境の変化に対して、柔

軟性が乏しい。 

③ ◯正：ジョブ型雇用とは企業が用意した職務内容（＝ジョブ）に対し、必要とする能力や経験がある人

を雇用する制度のことである。その格付け制度は、「職務価値の大きさによって序列をつくる職務

等級制度」や「社員に役割を設定し、その役割の大きさに応じて等級や序列をつくる役割等級制

度」が用いられる。 

④ ◯正：職能資格制度は従業員の能力が下がらないことを前提にしているため、いったん身につけた能力は

減らないことを基本としているため降格はなじまない。 
⑤ ◯正：記述の通り。 
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Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

Ⅰ－１－１５ 教育訓練に関する次の（Ａ）〜（Ｄ）の技法と，その効果の説明である（ア）〜（エ) の組合

せとして，最も適切なものはどれか。 

 

技法 

（Ａ）ケースメソッド 

（Ｂ）インバスケット 

（Ｃ）ロールプレイング 

（Ｄ）ブレインストーミング 

 

効果の説明 

（ア）グループをつくり，くつろいだ雰囲気の中で自由にアイディアを出し合い，相互に影響し合って各人

の発想力や創造性を高める。 

（イ）現実の企業経営の事例の問題点を分析させ，具体的な解決行動を起こさせることにより，実践に役立

つ原理・原則を習得させ，意思決定能力を高める。 

（ウ）限られた時間内に大量の書類を処理させることにより，読取りの能力，判断力，決断力などを高める。

（エ）所定の立場で行動させることによって，その立場の理解や状況に対応する行動力，コミュニケーショ

ン能力を高める。 

 

  Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

① イ ウ ア エ 

② ウ イ エ ア 

③ ア ウ イ エ 

④ ウ イ ア エ 

⑤ イ ウ エ ア 

 

【解答⑤】  

［解説］（令和 5 年度 試験問題 出題 15） 

（Ａ）ケースメソッド・・・イ 

（Ｂ）インバスケット・・・ウ 

（Ｃ）ロールプレイング・・・エ 

（Ｄ）ブレインストーミング・・・ア 
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Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

Ⅰ－１－１６ 激しく変化し続ける時代において，高い業績を上げる組織・チームを作るためには，心理的安

全性が重要とされている。職場における，心理的安全性と業績基準を分類した下表の（Ａ）〜（Ｄ）と，そ

れらの職場の典型的な状態の説明である（ア）～（エ）の組合せとして，最も適切なものはどれか。 

 

 業績基準が低い 業績基準が高い 

心理的安全性が高い （Ａ） （Ｂ） 

心理的安全性が低い （Ｃ） （Ｄ） 

 

（ア）人々は，懸命に努力するより保身に腐心し，言われたこと以上の仕事はしない。 

（イ）人々は，お互いに意見したり，協力したりするが，仕事の充実感はあまり感じられない。 

（ウ）人々は，「余計なことは考えず，成果を出せ」と言われ，自分の考えを言うことにビクビクしている。

（エ）人々は協力し，互いから学び，複雑で革新的な仕事をやり遂げることができる。 

 

  Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

① イ エ ウ ア 

② エ ウ ア イ 

③ イ エ ア ウ 

④ エ ア イ ウ 

⑤ エ イ ア ウ 

【解答③】  

［解説］（令和 5 年度 試験問題 出題 16） 

 業績基準が低い 業績基準が高い 

心理的安全性が高い （Ａ） （Ｂ） 

心理的安全性が低い （Ｃ） （Ｄ） 

（Ａ）快適ゾーン：心理的安全性は高いが業績基準が低い場合 

メンバーは気持ちよく仕事をしており対等な立場で遠慮なく話ができる。ただ、新たなチャレンジや

困難な仕事に立ち向かうことはなくイノベーションが生まれにくい傾向にある。→（イ） 

（Ｂ）学習ゾーン：心理的安全性と業績基準が共に高い場合 

メンバー同士が協力し、お互いから学び、複雑で革新的な仕事をやり遂げることができる。→（エ） 

（Ｃ）無気力ゾーン：心理的安全性と業績基準が共に低い場合 

メンバーは仕事に集中しておらず保身に必死になる傾向がある。 →（ア） 
（Ｄ）不安ゾーン：心理的安全性は低いが業績基準が高い場合 

メンバーは考えを伝えることにビクビクし、仕事の質と職場の安全性の両方に害が出る。 →（ウ） 
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Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

【情報管理】 

 

Ⅰ－１－１７ 企業の次の行為のうち，不正競争防止法の不正競争に該当しないものとして，最も適切なも 

のはどれか。 

 

① 他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為。 

② 不正の利益を得る目的で，他人の商品・役務の表示と同一・類似のドメイン名を使用する権利を取得・ 

保有する行為。 

③ 商品・役務又はその広告等に，その原産地，品質・質，内容等について誤認させるような表示をする行 

為。 

④ 商品・役務の広告において，他人の商品・役務の客観的事実に基づく情報を断りなく記載して，自らの 

ものと比較表示をする行為。 

⑤ 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を流布する行為。 

【解答④】 

［解説］（令和 5 年度 試験問題 出題 17）  

➀ ×誤：形態模倣商品の提供行為により不正競争に該当する。 
② ×誤：ドメイン名の不正取得等の行為により不正競争に該当する。 
③ ×誤： 誤認惹起行為により不正競争に該当する。 
④ 〇正：記述のとおり、該当しない。 
⑤ ×誤：信用毀損行為により不正競争に該当する。 
以下、経済産業省のホームページより
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/unfaircompetition_textbook.pdf
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Ｒ５択一試験の解答と解説 
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Ｒ５択一試験の解答と解説 
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Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

Ⅰ－１－１８ ナレッジマネジメントに関する次の記述のうち，最も適切なものはどれか。 

 

① 組織的知識創造とは，組織を構成する個人や集団のレベルではなく，組織の経営者が企業の環境から知 

りうる以上の知識を，あらたに創造することである。 

② 暗黙知はわかりにくいので，すべて形式知化して暗黙知を無くすべきである。 

③ 経営トップが現場を歩く Management By Walking Around の取組は，暗黙知を形式知化するプロセスの代 

表的な例である。 

④ 形式知から他の形式知を生み出そうとする行為は，非効率的なので避けるべきである。 

⑤ 組織的に形式知化された知識を自分自身のものとして採り入れることで，形式知を暗黙知にすることが 

できる。 

【解答⑤】 

［解説］（令和 5 年度 試験問題 出題 18）  

➀ ×誤：組織的知識創造とは、暗黙知・形式知を相互に変換・作用させることで、知識的な組織経営・   
組織運営を可能にすること。組織の経営者レベルに限定されない。 

② ×誤：暗黙知には形式知よりも、反応速度が速いなどの優れた点もあり、暗黙知をなくす必要はな  
い。暗黙知・形式知を相互変換・作用させスパイラルアップさせることが可能。 

③ ×誤：マネジメント層が現場に足を運ぶ重要性を説いた言葉。暗黙知を形式知化するプロセスの代表的 
な例とはいえない。 

④ ×誤：形式知から型式知を生みだそうとする行為は、一概に非効率といえない。 
⑤ 〇正：記述のとおり。 
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Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

Ⅰ－１－１９ 情報セキュリティに関連する認証制度とその評価基準の準拠規格を示した下表の（ア)〜 

（ウ）に該当する規格番号の組合せとして，最も適切なものはどれか。 

 

 

 

    ア       イ       ウ 

① JIS Ｑ 27001  JIS Ｑ 15001  ISO／IEC 15408 

② JIS Ｑ 27001  JIS Ｑ 15001  ISO 26000 

③ JIS Ｑ 27001  JIS Ｑ 15001  ISO 9000 

④ JIS Ｑ 15001  JIS Ｑ 27001  ISO 26000 

⑤ JIS Ｑ 15001  JIS Ｑ 27001  ISO 9000 

【解答➀】 

［解説］（令和 5 年度 試験問題 出題 19）  

（用語説明） 

情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）適合性評価制度：国際的に整合性のとれた情報セキュリテ

ィマネジメントシステムに対する第三者適合性評価制度。本制度は、わが国の情報セキュリティ全

体の向上に貢献するとともに、諸外国からも信頼を得られる情報セキュリティレベルを達成するこ

とを目的としている。なお、ISMS の認証基準 JIS Q 27001（ISO/IEC 27001）は、ISMS 適合性評価

制度において、第三者である認証機関が本制度の認証を希望する組織の適合性を評価するための基

準である。 

プライバシーマーク制度：日本産業規格「JIS Q 15001 個人情報保護マネジメントシステム－要求事項」に

準拠した「プライバシーマークにおける個人情報保護マネジメントシステム構築・運用指針」に基

づいて、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者等を評価して、その

旨を示すプライバシーマークを付与し、事業活動に関してプライバシーマークの使用を認める制

度。JIS Q 15001： プライバシーマーク制度取得に必要な PMS の構築・運用方法などを定めた規

格。 

IT セキュリティ評価及び認証制度 (JISEC:Japan Information Technology Security Evaluation and 

Certification Scheme)」：IT関連製品のセキュリティ機能の適切性・確実性を、セキュリティ評価
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Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

基準の国際標準である ISO/IEC 15408 に基づいて第三者（評価機関）が評価し、その評価結果を認

証機関が認証する、わが国の制度。 

JIS Q 27001：ISMS の要求事項を定めた規格であり、組織が ISMS を確立し、実施し、維持し、継続的に改善

するための要求事項を提供することを目的として作成。 

ISO／IEC 15408：IT 製品に実装されたセキュリティ機能が、脅威に対し確実に対抗できるかを客観的に評

価するための基準。 

ISO 26000：国際標準化機構が（企業に限らない）組織の社会的責任に関して検討しているガイドライン規

格。 

ISO 9000：ISO が定めた品質マネジメントシステムに関する国際規格群。 
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Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

Ⅰ－１－２０ プロジェクトのコミュニケーション・マネジメントに関する次の記述のうち，最も不適切な 

ものはどれか。 

 

① 組織のコミュニケーション要求事項や，教訓と過去の情報は，コミュニケーション・マネジメント計画 

のインプットとなる。 

② コミュニケーション・マネジメント計画書は，プロジェクトを実行するための情報を提供する文書であ 

り，プロジェクトを開始した後の変更は避けなければならない。 

③ プッシュ型コミュニケーションでは，情報が意図した対象者に実際に届くことや，理解されることは保 

証されない。 

④ 課題ログや作業パフォーマンス・データは，コミュニケーションの監視のインプットになる。 

⑤ ウェブ・ポータル，イントラネット・サイト，e ラーニングはプル型コミュニケーションの例である。 

【解答②】 

［解説］（令和 5 年度 試験問題 出題 20）  

➀③④⑤ 〇正：記述のとおり 
② 誤：プロジェクトを開始した後、随時見直しを行い進める。 
（用語説明） 
〇最強 SE の仕事術：https://saikyouse.com/communication_style_pmp/ 

 

プッシュ型コミュニケーションの例：手紙、メモ、報告書、電子メール、FAX、留守番電話、 
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Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

 

プル型コミュニケーションの例：イントラネットサイト、ナレッジリポジトリ掲示板、eラーニング、 

Wiki、公開文章 

 

 

相互型コミュニケーションの例：対面での会議、テレビ会議、電話、オンラインチャット 

〇課題ログ…課題についての情報が記録され監視されるプロジェクト文書のこと 

  

- 27 -



Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

Ⅰ－１－２１ １日の来客数が平均μ，分散σ2の正規分布に従い，かつ各日の来客数が互いに独立である店

舗において，1日の来客数を 5 日間調査したところ，73,54,81,60,72 であった。この５つの来客数データの

平均Ⅹ
 

を用いてμを推定したい。μの推定や信頼区間に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれ

か。 

 

① Ⅹ
 

は 68に等しい。 

② Ⅹ
 

はμの最尤推定量である。 

③ Ⅹ
 

はμの信頼係数 95％の信頼区間に含まれる。 

④ μの信頼係数 95％の信頼区間は信頼係数 99％の信頼区間より広い。 

⑤ μの信頼係数 95％の信頼区間は分散σ2が未知であっても定まる。 

【解答④】 

［解説］（令和 5 年度 試験問題 出題 21）  

① 〇正：平均Ⅹ
 

＝（73+54+81+60+72）/5＝68 

② 〇正：Ⅹ
 

はμの最尤推定量（さいゆうすいていりょう）である。 

     再尤推定量とは、手元のデータが、どの母パラメータに従う分布から得られる確率が最も高いかに基 

づいて考えられる推定量のこと。もっともらしい値 

    https://multivariate-statistics.com/2021/03/23/statistics-maximum-likelihood-estimation/ 

 

③ 〇正： Ⅹ
 

（平均値）はμの信頼係数 95％の信頼区間に含まれる。 

     信頼係数（confidence coefficient）とは、統計的に信頼区間を推定する区間推定の際に、母集 

団の平均（母平均）が信頼区間の範囲に含まれる確率のこと。 

  信頼係数は、値「1-α」、もしくは％で表す際は「100(1-α)%」と表記する。 

  信頼区間とは、平均値を線（区間）で示したもの 

 

     https://data-viz-lab.com/normal-distribution 
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Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

④ ×誤：μの信頼係数 95％の信頼区間は信頼係数 99％の信頼区間より狭い。 

https://hatsudy.com/jp/interval-estimation.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 〇正： μの信頼係数 95％の信頼区間は分散σ2が未知であっても定まる。 

https://univ-juken.com/sinraikukan 

 

母比率に対する信頼区間の推定 

ある特性の母比率 p の母集団から抽出された大きさ n の無作為標本の標本比率 R から、母比率 p  

を信頼度 95 % で推定することを考える。 

正規分布表より、P(|Z|≤1.96)=0.95 であるから 

P(|R−p|≤1.96⋅p√(1−p)/n)=0.95 

ｎ が大きいとき、大数の法則により R は p に近いとみなせるので、 

母比率 p に対する信頼度 95 % の信頼区間は 

[R−1.96⋅√R(1−R)/n,R+1.96⋅√R(1−R)/n]   

 

＊分散σ2 が無くても信頼区間は計算できる。 
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Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

Ⅰ－１－２２ 避難情報，災害情報の伝達手段に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 

 

① 避難情報を居住者等に広く確実に伝達するためには，可能な限り多様な伝達手段を組合せることが望ま 

しい。 

② 避難情報の伝達手段として，市町村のホームページを活用するに当たっては，緊急時のアクセス増によ 

りサーバがダウンしないよう回線増設等の対応を検討するべきである。 

③ 緊急速報メールは，市町村などからの避難情報等を特定エリアに居住する携帯電話利用者に一斉配信す 

る手段であり，居住者以外の当該エリアに居合わせた携帯電話利用者には情報伝達できない。 

④ 防災行政無線は，市町村などがそれぞれの地域において防災，応急救助，災害復旧などに関する業務に 

使用することを主な目的としているが，平常時にも一般行政事務に使用できる。 

⑤ 固定電話による避難情報の情報伝達には，輻輳により繋がりにくい場合がある，電話番号が分かる相手 

にしか連絡が取れない，といった課題がある。 

【解答③】 

［解説］（令和 5 年度 試験問題 出題 22）  

➀②④⑤ 〇正：記述のとおり 
③ 誤：居住者以外の当該エリアに居合わせた携帯電話利用者にも伝達される。 
（用語説明） 
〇ワイモバイル：https://www.ymobile.jp/service/urgent_mail/ 
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Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

Ⅰ－１－２３ デジタル技術に関する次の（Ａ）〜（Ｅ）の略語と対応する（ア）〜（オ）の説明の組合せ 

として，最も適切なものはどれか。 

 

略語 

（Ａ）IoT 

（Ｂ）RPA 

（Ｃ）NFT 

（Ｄ）ITS 

（Ｅ）DX 

説明 

（ア）デジタル技術の活用による新たな商品・サービスの提供や新たなビジネスモデルの開発を通して，社 

会制度や組織文化などの変革を目指す取組のこと。 

（イ）ブロックチェーン上で，デジタルデータに唯一の性質を付与して真贋性を担保する機能や，取引履歴 

を追跡できる機能を持つトークンのこと。 

（ウ）情報通信技術等を活用し，人と道路と車両を一体のシステムとして構築することで，渋滞，交通事故 

，環境悪化等の道路交通問題の解決を図るもの。 

（エ）人間が行ってきた定型的なパソコン操作をソフトウェアのロボットが代替して自動化するもの。 

（オ） インターネットなどのネットワークにコンピュータやセンサー，カメラ，工作機械，家電などさまざ 

まな「モノ」が接続され，データを収集したり相互に情報をやりとりしたりする概念のこと。 

  Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

① ア イ エ ウ オ 

② ア ウ イ エ オ 

③ オ イ ウ エ ア 

④ オ イ エ ウ ア 

⑤ オ エ イ ウ ア 

【解答⑤】 

［解説］（令和 5 年度 試験問題 出題 23）  

（用語説明【補足】） 

〇IoT 
出典： ICT Digital column/  https://www.nttpc.co.jp/column/iot_mobile/foundation_iot.html 
IoT は「Internet of Things」の頭文字を取ったもので、日本語では一般に「モノのインターネット」と呼ばれ
ています。簡単に説明すると、「身の回りのあらゆるモノをインターネットにつなげる」仕組みのことです。 
IoT は、今までインターネットとは無縁だったもの、例えば自宅にあるテレビ・冷蔵庫などの家電、工場で活
用される産業用機器など身の回りのあらゆるモノをインターネットにつなげることができるようになります。 
この仕組みにより、離れた場所から接続した機器（モノ）と双方向通信を行うことができるため、遠隔地か

らモノの状態を把握したり、位置を特定したり、遠隔制御を行ったりすることが可能となりました。また、モ
ノが自らインターネットにアクセスすることも可能であるため、機械が機械を操作する「M2M（Machine to 
Machine）」も実現できます。 
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Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

  

〇RPA（Robotic Process Automation） 

（出典：nri-secure/ https://www.nri-secure.co.jp/glossary/rpa） 

RPA（Robotic Process Automation）とは、コンピューター内で稼働するソフトウェア（ロボット）が、人
間に代わって PC のデスクトップ上で操作を自動的に行う技術のことです。RPA は主にパソコンを使った単
純な事務作業を自動化するための仕組みであり、さまざまな用途で利用することができますが、自動化の対象
となり得る作業としては、データの突き合わせチェック、メールに記載された内容を業務アプリケーションへ
転記する、Web から特定の情報を収集する、などが挙げられます。 
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Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

〇NFT 

出典： logmi Biz / https://logmi.jp/business/articles/326026 
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Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

〇ITS 

出典： ITS/ https://www.nilim.go.jp/lab/qcg/about/index.html 

 

 

〇DX 

出典 MONOist/  https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2206/06/news011.html 

 

DX とは、企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニ
ーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業
文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。DX の本質的な目的は「トランスフォーメーション（変
革）による競争優位性の確立」であり、「デジタル化」はそのための手段。 

- 34 -



Ｒ５択一試験の解答と解説 
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Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

Ⅰ－１－２４ 情報通信技術や情報通信システムに関する次の記述のうち，最も適切なものはどれか。 

 

➀ IPv6 は，IPv4 の後継として設計されたインターネットプロトコルであり，IPv6 の付与可能な IP アドレ

スの数は約 43億個である。 

② エッジコンピューティングは，エンドユーザ付近にデータ処理や保管の機能を分散配置することで，通 

信量や遅延，より上位ノードの演算負荷などを抑える手法である。 

③ 第 5 世代移動通信システムの利用シナリオの 1 つである「多数同時接続」は，極めて多数の利用者が同 

時に携帯電話で音声通話を行うためのシナリオであり，そのような場合でも通話に支障が生じないことが期 

待されている。 

④ スマートグリッドは，インターネット上の仮想空間であり，利用者はアバターを操作して他者と交流す 

るほか，仮想空間上での商品購入などのサービスを享受することもできる。 

⑤ ネットワーク仮想化は，汎用サーバ上に実装することが一般的であったネットワーク機能を専用のハード 

ウェアに実装する概念である。 

【解答②】 

［解説］（令和 5 年度 試験問題 出題 18）  

➀ ×誤：IPアドレスの数が約 43億個なのは、IPv４。IPv6 は、約 340 澗（かん）個と接続可能台数がほぼ

無制限 

② 〇正：記述のとおり。 

③ ×誤：どのような場合でも通話に支障が生じないというわけではない。これまでは自宅で PCやスマート

フォンなど数個程度の接続だったものが、5G により 100 個程度の機器やセンサーを同時にネット

に接続することができるようになる。 

④ ×誤：メタバースの内容。スマートグリッドとは、通信端末やネットワークなどの IT 技術を組み込んだ 

次世代型の電力網のこと。 

⑤ ×誤：汎用サーバと専用のハードウェアが逆。これまで専用のハードウェアに実装されていたネットワ

ーク機能を仮想化して汎用サーバ上に実装する概念。 

（用語説明） 

〇IPv6 

出典：QRTINC https://www.qltinc.com/ipv6/ 

IPv6 とは、インターネット通信規格の 1 つ。現在では IPv4 の通信規格が標準となっており、IPv6 は IPv4
の新しい通信規格になります。IPv6 を詳しく知るには、IP アドレスについて説明しなければいけません。IP
アドレスとは、インターネットに接続する機器を識別する番号のことで、ネット上の住所とも言われているの
です。ネット上では IP アドレスをもとに情報のやり取りを行っており、IP アドレスがないと、インターネッ
トに接続できません。パソコンやスマホが家だとしたら、IP アドレスが住所というイメージです。現状では
IPv4 が主流ですが、IPv4 に割り当てられた数字はインターネットの急速な普及により、ほとんどが割り当て
られています。IP アドレスがほとんど割り当てられてしまうと、回線の混雑が起きてしまいます。その回線
の混雑を解消するために誕生したのが、IPv6 です。 
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Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

     

〇エッジコンピューティング 

出典：ビジネス＋IT/ https://www.sbbit.jp/article/cont1/35432 

 

〇第５世代移動通信システム 

出典 総務省/  https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h30/html/nd133420.html 
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Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

〇メタバース 

出典：note/  https://note.com/nemchan_nel/n/n5616b8461932 

 

〇スマートグリッド 

https://www.upr-net.co.jp/info/iot/smart-grid.html 

スマートグリッド（smart grid）とは、情報通信技術（ICT）を活用した次世代の電力ネットワークのことで
す。その特徴から、「賢い電力網」と呼ばれることもあります。スマートグリッドの代表的な例として、「HEMS
（Home Energy Management System）」や「スマートメーター」が挙げられます。 

スマートグリッドという考え方は、大規模な停電に悩むアメリカで生まれました。アメリカ全土には、およ
そ 30 万キロメートル以上にわたる電力網が敷設されていますが、深刻な老朽化が進んでおり、地域の特性や
ピークタイムに応じた電力需要の変動に対応できませんでした。実際に 2003 年には、アメリカ東部のほぼ全
域に渡って、大停電が発生しました。また、その 3 年後の 2006 年には、カリフォルニア州の多くの地域で 162
分間におよぶ停電が発生しました。こうした状況を打開し、リアルタイムな電力需要の変化に応じて効率よく
送電を行うため、IT 技術を取り入れたスマートな電力網の導入がはじまりました。 
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Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

〇ネットワーク仮想化 
出典：クラウドナビ/ https://pfs.nifcloud.com/navi/tech/nsx.htm 
従来のネットワークは、ネットワークリソース（スイッチ、ルーター、ファイアウォール、ロードバランサ

ーなどのネットワーク機器）として、物理的なハードウェアを利用していました。こうしたハードウェアを仮
想化ソフトウェアで抽象化し、ソフトウェア的な統合・分割を可能にするのが「ネットワーク仮想化」です。
つまり、仮想化の対象がネットワーク機器であるというだけで、その目的や行っていることはサーバの仮想化
と同様です。 

そもそも、サーバを仮想化する主な目的は、構築や運用の効率化にありました。仮想化によって、ハードウ
ェアリソースを複数の仮想サーバに自由に配分できるようになるため、ハードウェアの利用効率が上がりま
す。こうしたハードウェアの最適化は、余剰な設備を保有しなくても済むことに繋がり、結果として導入コス
トや運用コストの削減といったメリットが生まれます。また仮想化されたサーバはソフトウェアから制御可
能なため、ファイルをコピーするのと同じ感覚でサーバを複製できるなど、運用の効率も向上します。 
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Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

【安全管理】 
 

Ⅰ－１－２５ JIS Q 31000:2019 リスクマネジメント一指針」において，リスクマネジメントのプロセスと

して下図が示されている。このうちリスクアセスメントの手順は，(ア) →リスク分析→(イ)の順序で進む

ものとする。図中の（ア）〜（エ）に当てはまる用語等の組合せとして，最も適切なものはどれか。 

 

 

図 リスクマネジメントのプロセス 

    ア      イ      ウ            エ 

① リスク特定  リスク対応  リスク評価  権限，責任及びアカウンタビリティの割り付け 

② リスク対応  リスク評価  リスク特定  モニタリング及びレビュー 

③ リスク特定  リスク評価  リスク対応  権限，責任及びアカウンタビリティの割り付け 

④ リスク対応  リスク特定  リスク評価  権限，責任及びアカウンタビリティの割り付け 

⑤ リスク特定  リスク評価  リスク対応  モニタリング及びレビュー 

 

【解答⑤】 

［解説］（令和 5 年度 試験問題 出題 1）  

JIS Q 31000:2019 リスクマネジメント一指針より https://kikakurui.com/q/Q31000-2019-01.html 

『リスクマネジメントプロセスには，方針，手順及び方策を，コミュニケーション及び協議，状況の確定，並

びにリスクのアセスメント，対応，モニタリング，レビュー，記録作成及び報告の活動に体系的に適用するこ

とが含まれる。このプロセスを図 4に示す。 

 リスクマネジメントプロセスは，マネジメント及び意思決定における不可欠な部分であることが望ましい。

また，組織の体制，業務活動及びプロセスに組み込まれていることが望ましい。リスクマネジメントプロセス

は，戦略，業務活動，プログラム又はプロジェクトの段階で適用することができる。 

組織の目的を達成することに合わせ，かつ，適用される外部及び内部の状況に適応するために，組織の中で，

リスクマネジメントプロセスが，多数適用されている場合がある。 リスクマネジメントプロセス全体にわた
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Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

って，人間の行動及び文化がもつ動的で可変的な性質を考慮することが望ましい。 

リスクマネジメントプロセスは，しばしば逐次的なものとして表されるが，実務では反復的である。』 
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Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

Ⅰ－１－２６ 消費生活用製品安全法及び「長期使用製品安全点検制度及び長期使用製品安全表示制度の解説

～ガイドライン〜」に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 

 

① 消費生活用製品のうち，経年劣化により安全上支障が生じ，特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認

められ，使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当なものは，特定保守製品として政令で定

められている。 

② 輸出用のものを除く特定保守製品の製造又は輸入を行う事業者は，設計標準使用期間及び点検期間を

設定するとともに，販売時には設計標準使用期間の算定の根拠等の書面を添付する義務がある。 

③ 特定保守製品取引事業者に該当しない個人売主が，不動産の個人間売買に伴い特定保守製品を引き渡

す際，個人売主には，取得者に対し特定保守製品に関する説明義務がある。 

④ 特定保守製品の製造又は輸入を行う事業者は，設計，部材の工夫，表示の改善等を行うことにより，経

年劣化による危害の発生を防止するよう努めなければならない。 

⑤ 特定保守製品として指定されていた製品のうち，製品設計上の様々な経年劣化対策が措置され事故率

が 1PPM を大きく下回った製品は，特定保守製品から削除された。 

【解答③】 

［解説］（令和 5 年度 試験問題 出題 1）  

①・・・〇正 

消費生活用製品のうち、経年劣化により安全上支障が生じ、一般消費者の生命又は身体に対して特に重大な危

害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが

適当なものを「特定保守製品」として政令で定める。（法第２条４項） 

 

②・・・〇正 

●製品への表示義務 

特定保守製品の本体には、法律上、次の事項を表示する必要があります（法第３２条の４第１項）。ただし、

輸出用の特定保守製品については、その必要がありません。 

① 特定製造事業者等の氏名又は名称及び住所    

② 製造年月   

③ 設計標準使用期間   

④ 点検期間の始期及び終期   

⑤ 点検その他の保守に関する問合せを受けるための連絡先 2   

⑥ 製造番号などの特定保守製品を特定するに足りる事項   

●製品への書面添付義務 

特定保守製品を販売するときは、設計標準使用期間の算定根拠等を消費者が正確に理解するため、次の事項

を記載した書面を特定保守製品に添付しなければなりません（法第３２条の４第２項）。ただし、輸出用の特

定保守製品については、その必要がありません。 

① 設計標準使用期間の算定の根拠   

② 点検を行う事業所の配置等   

③ 点検の結果必要となると見込まれる部品の保有期間   
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Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

④ 清掃等の日常的に行うべき保守の内容とその方法   

⑤ 標準的な使用条件又は使用頻度の根拠となった数値よりも高い場合、目的外の用途で使用された場合、

標準的な使用環境と異なる環境で使用される場合等、経年劣化を特に進める事情が存する場合には設計

標準使用期間よりも早期に安全上支障を生ずるおそれが多い旨 

③・・・×誤 

Q＆A集より 

消安法は業法ですので、個人間売買における個人売主には何ら義務はかかりません。他方、売主が宅地建

物取引事業者であるといった特定保守製品取引事業者に該当する場合には、売主に説明義務があります。 

 

④・・・〇正 

特定保守製品その他消費生活用製品のうち、経年劣化により安全上支障が生じ一般消費者の生命又は身体

に対して重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品（特定保守製品等）の製造又は輸入の事業を行

う者は、国が公表した特定保守製品等の経年劣化に関する情報を活用し、設計及び部品又は材料の選択の工

夫、経年劣化に関する情報の製品への表示（後述Ⅱ．）又はその改善等を行うことにより、特定保守製品等の

経年劣化による危害の発生を防止するとともに、経年劣化による危害の発生の防止に資する情報を収集し、

一般消費者に対し適切に提供するよう努めることが求められます（法第３２条の２２）。 

製造・輸入事業者に対する、設計、部材の工夫、表示の改善等による経年劣化に起因する危害防止策を講

ずることの責務（法第３２条の２２第１項） 

 

⑤・・・〇正 

製品設計上の様々な経年劣化対策が措置された結果、９製品のうち、石油給湯機と石油ふろがまを除く７製

品の事故率は１PPM を大きく下回っているため、令和３年８月１日、「消費生活用製品安全法施行令の一部を

改正する政令」（令和３年政令第２１４号）（以下「改正政令」という。）を施行し、特定保守製品から削除し

ました。 

  

- 43 -



Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

Ⅰ－１－２７ 南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する次の記述のうち，最も不適切なものは

どれか。 

 

① 南海トラフ地震の発生時の災害応急対策活動の具体的な内容を定める計画は，科学的に想定し得る最大

規模の津波・地震を想定して策定されている。 

② 被害が特に甚大と見込まれる地域に対しては，我が国が保有する人的・物的資源を重点的かつ迅速に投入

することが必要である。 

③ 被災地域へ全国からの人員・物資・燃料の輸送が迅速かつ円滑に行われるよう，あらかじめ，緊急輸送の

ために通行を確保すべき道路が定められている。 

④ DMAT をはじめとする医療チームを全国から迅速に参集させ，被災地内での安定化処置などの最低限の対

応が可能な体制の確保を図るとともに，被災地内で対応が困難な重症患者を域外へ搬送し治療する体制を早

期に構築する必要がある。 

⑤ 支援する都道府県は，管内の各市区町村から提供された物資を一旦受け入れたうえで集積し，被災府県

に向けて物資を送り出すための拠点として，広域物資輸送拠点を設置する。 

【解答⑤】 

［解説］（令和 5 年度 試験問題 出題 1）  

①・・・〇正 

 

＜南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画 R5.5.23 P.1＞ 

② 

 

<南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画の概要> 
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Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

③・・・〇正 

 

＜南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画 R5.5.23 P.7＞ 

 

④・・・〇正 

 

<南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画の概要> 

⑤・・・×誤 

 

<南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画の概要> 
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Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

Ⅰ－１－２８ 労働安全衛生法に基づき定められた「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」（以下「指

針」という。）に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 

 

① 指針は，建設物，設備，原材料，ガス，蒸気，粉じん等による，又は作業行動その他業務に起因する危

険性又は有害性であって，労働者の就業に係る全てのものを対象とする。 

② 事業者は，労働者の就業に係る危険性又は有害性による負傷又は疾病の発生が合理的に予見可能であ

る作業等について，明らかに軽微な負傷又は疾病しかもたらさないと予想される場合を除き，調査等の対象

として選定する。 

③ 事業者は，危険性又は有害性の特定，危険性又は有害性によって生ずるおそれのある負傷又は疾病の重

篤度の見積り，リスクを低減するための優先度の設定及びリスクを低減するための措置内容の検討を行う

とともに，リスク低減措置を実施する。 

④ 事業者は，総括安全衛生管理者等，事業の実施を統括管理する者に調査等の実施を統括管理させるとと

もに，事業場の安全管理者，衛生管理者等に調査等の実施を管理させる。 

⑤ 事業者は，リスク低減措置に関し，ア） 個人用保護具の使用，イ） マニュアルの整備等の管理的対策，

ウ）設計や計画の段階から労働者の就業に係る危険性を除去する措置について，ア）からウ）の優先順位で

リスク低減措置内容を検討のうえ，実施する。 

【解答⑤】 

［解説］（令和 5 年度 試験問題 出題 1）  

①・・・〇正 

 

<危険性又は有害性等の調査等に関する指針> 

②・・・〇正 

 

<危険性又は有害性等の調査等に関する指針> 
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Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

③・・・〇正 

 

 

<危険性又は有害性等の調査等に関する指針> 

④・・・〇正 

 

<危険性又は有害性等の調査等に関する指針> 

 

⑤・・・×誤 

優先順位は、ウ）設計や計画の段階から労働者の就業に係る危険性を除去する措置について⇒イ） マニュ

アルの整備等の管理的対策⇒ア） 個人用保護具の使用 

 

<危険性又は有害性等の調査等に関する指針> 
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Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

Ⅰ－１－２９ 平成 26 年，文部科学省に設置された「安全・安心科学技術及び社会連携委員会」は，平常時に

おけるリスクコミュニケーションの在り方に焦点を当てた「リスクコミュニケーションの推進方策」を取りま

とめた。その内容に照らし，リスクコミュニケーションに関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。

なお，以下でステークホルダーとは，行政，市民，メディア，事業者，専門家を指すものとする。 

 

① 個人はリスクを危険・危害をもたらす因子と怒りや不安等の感情的反応をもたらす因子との和として捉

えるという考え方があり，専門家は専ら前者に係る知識や情報の提供に特化して説明を行う必要がある。 

② ステークホルダーには，それぞれがリスクのより適切なマネジメントのために果たしうる役割があり，ス

テークホルダー間で対話・共考・協働が積極的になされることが望ましい。 

③ 各ステークホルダーが多様な情報や見方を共有しようとする活動全体を通じて，ステークホルダー間の

権限と責任の分配が定まっていくことが重要である。 

④ 非常時の後に被害者や被災者の回復に寄り添うことは，リスクコミュニケーションの目的の１つと考え

られる。 

⑤ 平常時に専門家が一般市民と行う，自然災害のリスクに係る行動変容の喫起を目的としたリスクコミュ

ニケーションでは，専門家は，適切な説明を施したうえで，受け手側がその情報をどう認識しているかを理解

しようとする姿勢も持ち合わせることが望ましい。 

【解答➀】 

［解説］（令和 5 年度 試験問題 出題 29）  

➀ ×誤：危険・危害をもたらす因子に係る知識や情報の提供に特化して説明をすると、リスクコミュニケ 
ーションとして不十分である。 

②~⑤ 〇正：記述のとおり。 
以下、文部科学省のホームページ（リスクコミュニケーションの推進方策）より 
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/064/houkoku/__icsFiles/afieldfile/2014/04/2

5/1347292_1.pdf 
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Ｒ５択一試験の解答と解説 
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Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

Ⅰ－１－３０ 高年齢労働者が安心して安全に働ける職場環境づくりや労働災害防止のための健康づくりに向

けた取組に関して，「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」が策定されている。その内容に

照らして，事業者の取組の事例に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 

 

① 高年齢労働者の身体機能の低下等による労働災害の発生リスクについて，災害事例やヒヤリハット事例

から危険源の洗い出しを行い，当該リスクの高さを考慮して高齢者労働災害防止対策の優先順位を検討した。 

② 身体機能が低下した高年齢労働者であっても安全に働き続けることができるよう，事業場の階段には手

すりを設け，可能な限り通路の段差を解消した。 

③ 敏捷性や持久性，筋力といった体力の低下等の高年齢労働者の特性を踏まえ，ゆとりある作業スピード，

無理のない作業姿勢等に配慮した作業マニュアルを策定した。 

④ 高年齢労働者が自らの身体機能の維持向上に取り組めるよう，加齢による心身の衰えを確認するフレイ

ルチェック等の健康測定を実施した。 

⑤ 法令に基づき実施した健康診断の結果，異常の所見があると診断された高年齢労働者の健康や体力の状

況に関して医師から聴取した意見を，その重要性に鑑み，本人の意思によらず，集約や加工をすることなく労

働者の氏名とともに安全衛生委員会に報告した。 

【解答⑤】 

［解説］（令和 5 年度 試験問題 出題 30）  

➀~④ 〇正：記述のとおり。 
⑤   ×誤：本人の意思によらず，集約や加工をすることなく労働者の氏名とともに安全衛生委員会に報告 

してはならない。労働者個人が特定されないよう医師等の意見を集約又は加工する必要があ 

る。 
以下、厚生労働省のホームページ（高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン）より 
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000609494.pdf
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Ｒ５択一試験の解答と解説 
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Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

(参考の用語) 
〇エイジフレンドリー補助金等の活用…高年齢労働者が安心して安全に働く職場環境の整備に意欲のある 

中小企業における取組を支援するため、厚生労働省で実施する補助制度（エイジフレンド リー補助金 
等）を活用して、職場環境の改善を図ること。 

〇フレイル…加齢とともに、筋力や認知機能等の心身の活力が低下し、生活機能障害や要介護状態等の危 
険性が高くなった状態。 

〇ロコモティブシンドローム…年齢とともに骨や関節、筋肉等運動器の衰えが原因で「立つ」、「歩く」と 
いった機能（移動機能）が低下している状態のことをいうこと。 
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Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

Ⅰ－１－３１ 民間企業の事業継続の取組に関する次の記述のうち，最も不適切なものどれか。 

 

① 事業継続マネジメントは，事業継続計画策定や維持・更新，事業継続を実現するための予算・資源の確保，

その他平常時からのマネジメント活動であり，経営レベルの戦略的活動として位置付けられる。 

② 緊急時の対応手順の想定に当たっては，時間の経過とともに必要とされる内容が変化していくため，それ

ぞれの局面において，実施する業務の優先順位を見定めることが重要である。 

③ 事業継続マネジメントは，初めから完璧なものを目指して着手に躊躇するのではなく，できることから取

組を開始し，その後の継続的改善により徐々に事業継続能力を向上させていくことが望ましい。 

④ 事業継続マネジメントでは，自社に生じた事態を，「ある拠点が使用不能」などの結果事象により考える

のではなく，「直下型地震」などの原因事象により考え，対応策を検討することが望ましい。 

⑤ 事業継続に関する分析・検討に当たってきた組織・体制は，事業継続計画等の策定が終了した後も維持し，

事前対策及び教育・訓練の実施を担うことが望ましい。 

【解答④】 

［解説］（令和 5 年度 試験問題 出題 31）  

➀②③⑤ 〇正：記述のとおり。 
④     ×誤：事業継続マネジメントは、直接的な防災や事業継続計画の策定からそれらの改善・運用まで 

を総合的に考えるもので、非常事態そのものへの対策ではなく「対策手段の運用プロセス（計

画・導入・運用・改善）」を設計するために必要となるアプローチ。 

 

MS&AD インターリスク総研：https://www.irric.co.jp/glossary/30.php 
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Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

Ⅰ－１－３２ 以下に記述する電源システムが１年の間に停電する確率をフォールトツリー分析により計算す

るとき，この確率に最も近い値はどれか。 

 

この電源システムには，交流 1 系統が接続されており，1 年の間にこの系統電源を喪失する確率は 0.05 で

あると電力会社からは説明されている。また，自社内での事故によりこの系統を遮断してしまう可能性が指摘

されており，１年の間にこの系統を遮断してしまう確率は O.10 と見積もられている。ただし，この電源シス

テムには，予備の自家用発電機が 2台接続されており，そのうち 1 台でも稼動できれば停電を免れることがで

きる。これら自家用発電機の起動要求時の故障確率（デマンド故障確率）は，どちらも 0.05 であるとする。 

なお，この計算では，事故や故障等のそれぞれの事象発生は互いに独立であるものとする。 

 

① 3.6×10-2 

② 3.6×10-3 

③ 3.6×10-4 

④ 3.6×10-5 

⑤ 3.6×10-6 

【解答③】 

［解説］（令和 5 年度 試験問題 出題 32）  

➀系統電源を喪失する確率 0.05  

②自社内の事故によりこの系統を遮断してしまう確率 0.10  

③自家用発電機の故障確率 0.05 

③より故障する確率は、0.05×0.05＝0.0025 

よって、 

➀系統電源を喪失する確率×③故障確率：0.05×0.0025＝0.000125 

②自社内の事故によりこの系統を遮断してしまう確率×③故障確率：0.10×0.0025＝0.00025 

 なお、②の算出にあたっては、➀系統電源を喪失する確率 95％(0.05 で割る)をかける。 

   0.00025×0.95＝0.0002375 

以上より、 

 電源システムが 1年間の間に停電する確率は、 

0.000125＋0.0002375＝0.0003625≒3.6×10-4 

となり、③が正解となる。 
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Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

【社会環境管理】 

 

Ⅰ－１－３３ 温室効果ガスに関する次の記述のうち，最も適切なものはどれか。なお，温室効果ガスには CO2

のほか，メタン，一酸化二窒素，ハイドロフルオロカーボン類等があり，以下において，温室効果ガスの排出

量は CO2換算値によるものとする。 

 

① 我が国が排出する温室効果ガスの内訳を 2020 年度で見ると，CO2が全体の排出量の約 5割となっている。 

② 我が国の温室効果ガス総排出量は，2013 年度以降増加傾向にある。 

③ 我が国においては，発電及び熱発生に伴うエネルギー起源 CO2排出量を，その消費量に応じて各部門に配

分した値を見ると，2020 年度では家庭部門からの排出量が産業部門からの排出量を上回っている。 

④ 我が国においては，ハイドロフルオロカーボン類の排出量は，ここ十数年，増加傾向にある。 

⑤ 2019 年における世界のエネルギー起源 CO2 の国別排出量において，米国は第１位となっている。 

【解答④】 

［解説］（令和 5 年度 試験問題 出題 33）  

① ×誤：2020 年度は CO2が全体の排出量の約 9割となっている。 

＊環境省「2020 年度の温室効果ガス排出量（確報値）について」P.3 

https://www.env.go.jp/content/900518858.pdf 

② ×誤：2013 年度以降減少傾向にある。 ＊同上 P.1 

③ ×誤：2020 年度 家庭部門 1億 6600 万ｔ＜ 産業部門 3億 5,600 万ｔ ＊同上 P.7 

④ 〇正：ハイドロフルオロカーボン類（HFCs）の排出量はここ十数年増加傾向である。 ＊同上 P.4 
⑤ ×誤：2019 年の世界のエネルギー起源 CO2 排出量は、中国が 29.4%（98.8 億トン）で第 1位、 

アメリカ 14.1%（47.4 億トン）で第 2 位、EU28 か国 8.9%（29.9 億トン）第 3 位である。 
     ＊環境省資料  https://www.env.go.jp/earth/co2_ghg_emission_2019.pdf 
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Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

Ⅰ－１－３４ 令和 3 年 10 月に開議決定された第 6 次エネルギー基本計画に関する次の記述のうち，最も不

適切なものはどれか。 

 

① 第 6 次エネルギー基本計画は，2050 年カーボンニュートラルに向けた長期展望と，それを踏まえた 2030

年に向けた政策対応により構成され，今後のエネルギー政策の進むべき道筋を示すものである。 

② エネルギー政策を進めるうえの大原則としてのＳ＋３Ｅの視点の重要性は従来と変わりはないが，サ

プライチェーン全体を俯瞰した安定供給の確保の重要性という新たな視点も必要であるとされている。 

③ 再生可能エネルギーは，Ｓ＋３Ｅを大前提に，その主力電源化を徹底し，再生可能エネルギーに最優先

の原則で取組み，国民負担の抑制と地域との共生を図りながら最大限の導入を促すとされている。 

④ 化石エネルギーについては，合成燃料・合成メタンなどの脱炭素化の鍵を握る技術を確立し，コストを

低減することを目指しながら活用していくとされている。 

⑤ 原子力発電は，長期的なエネルギー需給構造の安定性に寄与する重要なベースロード電源と位置付け

るが，2030 年度における電源構成では，安全性をすべてに優先させることから，６％程度を見込むとされ

ている。 

【解答⑤】  

［解説］（令和 5 年度 試験問題 出題 34） 

① 〇正：正しい。2050 年カーボンニュートラルに向けた長期展望、2030 年に向けた政策対応により構成さ

れている。 

＊経済産業省「第 6次エネルギー基本計画」P.5 下段から P.6 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/pdf/20211022_01.pdf 

② 〇正：「同基本計画」P.18「エネルギー政策の基本的視点（S+3E）の確認」より引用 

③ 〇正：「同基本計画」P.25「①再生可能エネルギーにおける対応」より引用 

④ 〇正：「同基本計画」P.36「③化石エネルギー」より引用 

⑤ ×誤：「同基本計画」P.105～106「（13）2030 年度におけるエネルギー需要の見通し」より引用 

       P.106 「原子力発電については、CO2の排出削減に貢献する電源として、いかなる事情 

よりも安全性を全てに優先させ、・・・・・電源構成ではこれまでのエネルギーミックスで 

示した 20～22％程度を見込む 。」 

 

     ＊電源構成（ベースロード電源） 

再生可能エネルギー36～38%、火力発電 41%（LNG20%、石炭 19%、石油等 2%）、原子力 20～22% 

       水素・アンモニア 1% 

       「2030 年度におけるエネルギー需要の見通し（関連資料）」P.4 資源エネルギー庁 

       https://www.meti.go.jp/press/2021/10/20211022005/20211022005-3.pdf 
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Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

Ⅰ－１－３５ いわゆるラムサール条約に関する次の記述のち，最も不適切なものはどれか。なお，以下にお

いて，条約湿地はラムサール条約の登録後に掲げられている湿地を指す。 

 

① ラムサール条約では，国際的に重要な湿地を保全することを目的としており，条約湿地については，そ

の利用を抑制することが求められている。 

② ラムサール条約では，生態学，植物学，動物学，湖沼学などの面で国際的に重要な湿地を登録の対象と

しており，天然の湖沼のほか，人工のものや一時的なものも対象となる。 

③ ラムサール条約では，いずれの締約国も，既に登録されている湿地の区域を緊急な国家的利益のために

廃止し若しくは縮小する権利を有している。 

④ 我が国では，湿地を条約湿地として登録するに当たり，自然公園法，鳥保保護管理法などの法律によっ

て，将来にわたり自然環境の保全が図られることを条件の 1つとしている。 

⑤ ラムサール条約では，各締約国には，条約湿地であるか否かを問わず，領域内の湿地に自然保護区を設

けることにより湿地及び水鳥の保全を促進し，自然保護区の監視を行うことが求められている。 

 

【解答①】  

［解説］（令和 5 年度 試験問題 出題 35） 

① ×誤：同条約第 3 条第 1 項「締約国は、登録簿に掲げられている湿地の保全を促進し及びその領域内の湿

地をできる限り適正に利用することを促進するため、計画を作成し、実施する。」 

＊環境省「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」（ラムサール条約） 

 https://www.env.go.jp/nature/ramsar/conv/treaty/RamsarConventionText_JP_rev171222.pdf 

② 〇正：同条約第 1条第 1 項「この条約の適用上、湿地とは、天然のものであるか人工のものであるか、永

続的なものであるか一時的なものであるかを問わず、更には水が滞っているか流れているか、淡水

であるか汽水であるか鹹水であるかを問わず、沼沢地、湿原、泥炭地又は水域をいい、低潮時にお

ける水深が六メートルを超えない海域を含む。」 

     同条約第 2 条第 2 項「湿地は、その生態学上、植物学上、動物学上、湖沼学上又は水文学上の国際

的重要性に従って、登録簿に掲げるため選定されるべきである。特に、水鳥にとつていずれの季 

節においても国際的に重要な湿地は、掲げられるべきである。」の組み合わせ 

③ 〇正：同条約第 2 条第 5 項「いずれの締約国も、その領域内の湿地を登録簿に追加し、既に登録簿に掲げ 

られている湿地の区域を拡大し又は既に登録簿に掲げられている湿地の区域を緊急な国家的利益 

のために廃止し若しくは縮小する権利を有するものとし、当該変更につき、できる限り早期に、 

第八条に規定する事務局の任務について責任を有する機関又は政府に通報する。」 

④ 〇正：日本での登録条件 環境省 https://www.env.go.jp/nature/ramsar/conv/About_RamsarSite.html 

日本は、次の条件を満たしている湿地を登録しています。 

１．国際的に重要な湿地であること（国際的な基準のうちいずれかに該当すること） 

２．国の法律（自然公園法、鳥獣保護管理法など）により、将来にわたって、自然環境の保全が 

図られること 

３．地元住民などから登録への賛意が得られること 

⑤ ○正：同条約第 4 条第 1 項「各締約国は、湿地が登録簿に掲げられているかどうかにかかわらず、湿地 

に自然保護区を設けることにより湿地及び水鳥の保全を促進し、かつ、その自然保護区の監視を 

十分に行う。」 
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Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

Ⅰ－１－３６ 「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」に関する次の記述のうち，最も不適切

なものはどれか。 

 

① この法律が制定された背景として，海洋プラスチックごみ問題や諸外国の廃棄物輸入規制強化等への

対応を契機として，国内におけるプラスチックの資源循環を一層促進する重要性が高まっていることが挙

げられる。 

② 事業者の責務として，プラスチック使用製品廃棄物及びプラスチック副産物を分別して排出するとと

もに，その再資源化等を行うよう努めなければならないことが，規定されている。 

③ 国の責務として，プラスチックに係る資源循環の促進等に必要な資金の確保その他の措置を講ずるよ

う努めなければならないことが，規定されている。 

④ 都道府県の責務として，その区域内におけるプラスチック使用製品廃棄物を排出する者が遵守すべき

分別の基準を策定するよう努めなければならないことが，規定されている。 

⑤ 市町村の責務として，その区域内におけるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び分別収集物の

再商品化に必要な措置を講ずるよう努めなければならないことが，規定されている。 

 

【解答④】  

［解説］（令和 5 年度 試験問題 出題 36） 

 環境省まとめ HP プラスチック資源循環 https://plastic-circulation.env.go.jp 

① 〇正：＊環境省「プラスチックにかかる資源循環の促進等に関する法律の概要」のとおり 

https://www.env.go.jp/recycle/plastic/pdf/gaiyou.pdf 

② 〇正：同法第４条１項、２項（事業者及び消費者の責務）のとおり 

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=503AC0000000060 

③ 〇正：同法第５条１項（国の責務）のとおり 

④ ×誤：同法第６条２項、３項（地方公共団体の責務）から、県の責務は、 

     第２項「都道府県は、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与 

えるよう努めなければならない。」、３項「都道府県及び市町村は、国の施策に準じて、プラスチッ 

クに係る資源循環の促進等に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」とあり、 

問題文の「都道府県の責務として，その区域内におけるプラスチック使用製品廃棄物を排出する者 

が遵守すべき分別の基準を策定するよう努めなければならないことが，規定されている。」の条文 

はない。 

⑤ ○正：同法第６条１項（地方公共団体の責務）の市町村の責務のとおり 
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＊参考資料 
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Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

Ⅰ－１－３７ 環境政策手段に関する次の記述の，   に入る用語の組合せとして，最も適切なものはどれ

か。 

 

規制的手法のうち， ア は，定められた環境影響のレベルを確保することを求める方法であり，規制を

どのような方法で達成するかは規制対象者に委ねられる。 

経済的手法には，負担を求めることによって誘導する イ などと，助成を行うことで誘導する ウ な

どがある。 

情報的手法は，環境保全活動に積極的な事業者や環境負荷の少ない製品などを選択できるように，環境情

報の開示と提供を進める手法で, エ などがある。 

手続き的手法は，各主体の意思決定過程に，環境配慮のための判断を行う手続きと環境配慮に際しての判

断基準を組み込んでいく手法で, オ などがある。 

 

     ア       イ     ウ      エ       オ 

① パフォーマンス規制 環境税   税制優遇  SDS       PRTR 制度 

② 行為規制      環境税   補助金   環境ラベル   PRTR 制度 

③ パフォーマンス規制 課徵金   水源税   PRTR 制度    環境影響評価制度 

④ 行為規制      課徵金   税制優遇  デポジット制度 環境影響評価制度 

⑤ パフォーマンス規制 低利融資  補助金   環境報告書   再生可能エネルギーの 

固定価格買取制度 

【解答①】  

［解説］（令和 5 年度 試験問題 出題 37）  

2023KW 集 6.3 より 

環境政策手段の手法に合致し、かつ、説明内容に一致しているものを選択しなければならない。 

 

＊規制的手法ア パフォーマンス規制（施設の排出性能などの規制 大気汚染防止法による硫黄酸化物等の 

排出規制など）・・・定められた環境影響のレベルを確保することを求める方法であり，規 

制をどのような方法で達成するかは規制対象者に委ねられる ○ 規制的手法 

        行為規制（施設の立地や土地利用の規制） × 規制的手法だが内容が合わない。 

 

＊経済的手法イ 環境税・・・負担を求めることによって誘導する ○  経済的手法 

        課徴金・・・法律等に違反した場合の罰金等 × 経済的手法 内容が合わない。 

        低利融資・・・融資の際の金利を引き下げる × 経済的手法 内容が合わない。 

 

＊経済的手法ウ 税制優遇・・・・助成を行うことで誘導する ○ 税の軽減等 経済的手法 

        補助金・・・助成を行うことで誘導する ○ 経済的手法 

        水源税・・・負担を求めることによって誘導する × 経済的手法 内容が合わない。 

 

＊情報的手法エ SDS・・・化管法 SDS による有害性や取扱いに関する情報の提供を義務付けるとともに、化 
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Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

管法ラベルによる表示を行うよう努める ○ 情報的手法 

        環境ラベル・・・商品やサービスがどのように環境負荷低減に資するかを教えてくれるマー 

クや目じるしのこと ○ 情報的手法 

        PRTR 制度・・・PRTR 制度とは、人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質が、事業 

所から環境へ排出される量及び廃棄物に含まれて事業所外へ移動する量を、 

事業者が自ら把握し国に届け出をし、国は届出データや推計に基づき、排出 

量・移動量を集計・公表する制度 × 手続き的手法 

        デポジット制度・・・製品価格に一定金額の「デポジット（預託金）」を上乗せして販売 

し、製品や容器が使用後に返却された時に預託金を返却することにより、 

製品や容器の回収を促進する制度。 × 経済的手法 

        環境報告書・・・環境報告書とは、その名称や環境以外の分野に関する情報の記載の有無 

並びに公表媒体に関わらず、事業者が事業活動における環境負荷及び環 

境配慮等の取組状況に関する説明責任を果たし、ステークホルダーの判 

断に影響を与える有用な情報を提供するとともに、環境コミュニケーシ 

ョンを促進するもの。 ○ 情報的手法 

 

＊手続き的手法オ PRTR 制度・・・上記のとおり ○ 手続き的手法 

         環境影響評価制度・・・環境アセスメントとは、開発事業の内容を決めるに当たって、そ 

れが環境にどのような影響を及ぼすかについて、あらかじめ事業者自らが調査、予測、評 

価を行い、その結果を公表して一般の方々、地方公共団体などから意見を聴き、それらを 

踏まえて環境の保全の観点からよりよい事業計画を作り上げていこうという制度 ○ 

手続き的手法 

         固定価格買取制度・・・再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定価格で 

一定期間買い取ることを国が約束する制度 × 経済的手法 

 

◎ 上記のとおり、環境政策手段の手法に合致し、かつ、説明内容に一致しているものは、 

ア パフォーマンス規制、イ 環境税、ウ 税制優遇、エ SDS、オ PRTR 制度 となり、①が正解 
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Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

Ⅰ－１－３８ 環境政策で使われる用語と，その説明の組合せとして，次のうち最も不適切なものはどれか。

 

① カーボンプライシング：排出される炭素に価格を付け，炭素税や排出量取引制度等によって，排出削減

に対する経済的インセンティブを創り出すこと 

② クリーナープロダクション：材料・製品等を生産する過程において，従来の生産方法と比べ廃棄物等の

不用物の発生をより少なくし，環境への負荷を低減させる生産方法 

③ バックキャスティング：現状の社会構造や外部環境要因を前提として，将来の環境目標は明示せずに，

環境対策をできるところから行う手法 

④ エコブランディング：環境問題の解決を基本とした企業戦略で，プランドカを築くこと 

⑤ エシカル消費：人・社会・地域・環境に配慮し，消費者各自にとっての社会的課題の解決を考慮したり，

課題に取り組む事業者を応援しながら消費活動を行うこと 

【解答③】  

［解説］（令和 5 年度 試験問題 出題 38） 2023kw 集 6.3、6.4 より 

① 〇正：「カーボンプライシング」とは、炭素（二酸化炭素＝CO2）などの温室効果ガスに価格づけをする 

     こと。温室効果ガス排出量の削減に向けて、排出者の行動を変容させるための手法のひとつとし 

て、注目されている。 

カーボンプライシングには、明示的カーボンプライシングと暗示的カーボンプライシングに大き 

く分けられる。明示的カーボンプライシングは温室効果ガスに対して、その排出量に比例した価 

格をつけること。暗示的カーボンプライシングの代表的な施策にはエネルギー課税、エネルギー 

消費量や機器などに関する規制・基準などが挙げられる。 

② 〇正：「クリーナープロダクション」とは、1992 年に UNEP（国連環境計画）が推進しているもので、低環 

     境負荷型の生産システムの構築を目指すことである。 

その内容は、（1）製品や生産工程で人や環境へのリスクを低減させるため継続的に環境対策を適用 

すること。（2）天然資源やエネルギー資源の保全、有害原材料の除去、廃棄物量とその有害性の低

減を図ること。（3）天然資源の採取から製品の廃棄処分に至るライフサイクルを通じた環境への影

響を低減すること。（4）専門的知識の適用、技術改善に努めることなどである。 

https://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=4250 

③ ×誤：「バックキャスティング」は、将来社会の姿をまず描き、そこに到達する道程を設計する手法の一 

つで、過去の趨勢を将来に引き伸ばして予測する「フォアキャスティング」に対置されるものであ 

る。過去の趨勢でいくと深刻な影響の発生が予想される問題について、そうならないような予防的 

な取組方法を考えるための有効な手法となる。バックキャスティング手法による将来像の設計に当 

たっては、目指すべき社会像に到達するための将来の実現可能な複数の政策ビジョンを描くことが 

かなめとなる。 

④ 〇正： 「エコブランディング」とは、ビジネスを通じて様々な地球環境問題の解決に取り組むことで、 

人々の信頼を築き上げているブランドのこと。エコブランディングとは、「エコ」（＝地球環境問 

題の解決）を軸とする経営戦略を練り、持続的なブランド力を築き上げること。 

⑤ ○正：「エシカル消費」とは、消費者それぞれが各自にとっての社会的課題の解決を考慮し、そうした 

課題に取り組む事業者を応援しながら消費活動を行うこと。2015 年 9 月に国連で採択された持 

続可能な開発目標(SDGs)の 17 のゴールのうち、特にゴール 12 に関連する取組。 
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Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

Ⅰ－１－３９ 環境影響評価法に基づく環境アセスメントに関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれ

か。なお，以下では，環境影響評価方法書を「方法書」，環境影響評価準備書を「準備書」，環境影響評価書

を「評価書」とそれぞれ略記している。 

 

① 風力発電所の設置の工事の事業は，出力の規模により，第一種事業の場合と第二種事業の場合がある。

② 環境影響評価法においては，第一種事業及び第二種事業のうち，第二種事業に対してスクリーニングの

手続きが定められている。 

③ 事業者は，方法書を作成したときは，対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を

管轄する都道府県知事及び市町村長に対し，方法書及びこれを要約した書類を送付しなければならない。 

④ 対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する都道府県知事は，必要に応

じ，事業者に対し，準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。 

⑤ 事業者は，評価書を作成した旨を公告し，縦覧に供するとともに，記載事項を周知させるための説明会

を開催しなければならない。   

【解答⑤】  

［解説］（令和 5 年度 試験問題 出題 39） 

 ＊参考資料 環境省「環境アセスメント制度のあらまし」

http://assess.env.go.jp/files/1_seido/pamph_j/pamph_j.pdf 

① ◯正：記述のとおり。風力発電所は第 1種が出力１万 kw 以上、第２種が出力 7,500kw～1万 kw となって 

いる。「環境アセスメント制度のあらまし」P.5 対象事業一覧 

② 〇正：記述のとおり。「同あらまし」P.6 環境アセスメントの手続きの流れ＊スクリーニングは第 2 種 

事業のみ実施、P.8 第 2種事業の判定（スクリーニング） 

③ ◯正：記述のとおり。「同あらまし」P.9 環境アセスメント方法の決定（スコーピング） 

     事業者は、都道府県知事及び市町村長に「環境影響評価方法書」を作成し、送付する。 

④ ◯正：記述のとおり。「同あらまし」P.11 「準備書」の手続き  

     都道府県知事は、市町村長や一般の方々から提出された意見を踏まえて事業者に意見を述べる。 

⑤ ×誤：「同あらまし」P.12 「評価書」の手続き 

     評価書の公告・縦覧は必要であるが、記載事項周知のための説明会開催は必要がない。 

 

     ＊説明会が必要であるもの 「方法書（スコーピング）」同あらまし P.9 

                  「準備書」同あらまし P.11 
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Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

Ⅰ－１－４０ 気候関連財務情報開示タスクフォース（ＴＣＦＤ）提言を踏まえて，環境省がその概要等をま

とめた「ＴＣＦＤを活用した経営戦略立案のススメ」（2022 年 3月）に関する次の記述のうち，最も不適切

なものはどれか。なお，ここでＴＣＦＤ提言とは，ＴＣＦＤが 2017 年 6 月に公表した最終報告の提言をい

う。 

 

① ＴＣＦＤ提言の要求項目は，「ガバナンス」，「戦略」，「リスク管理」，「指標と目標」の 4 つである。 

② ＴＣＦＤ提言の「戦略」項目において，産業連関法によるインベントリ分析の実施が推奨されている。

③ ＴＣＦＤ提言では気候関連リスクを，低炭素経済への「移行」に関するリスクと，気候変動による「物

理的」変化に関するリスクに大別している。 

④ 気候関連リスクと機会を経営戦略に反映するためには，経営陣を巻き込んだ体制が必要であり，ＴＣ

ＦＤ提言では監督体制や経営者の役割の開示を求めている。 

⑤ ＴＣＦＤが公表している，ＴＣＦＤへの賛同を表明している企業や機関等の数は，2022 年 2月時点に

おいて，日本はアメリカやイギリスよりも多い。   

【解答②】  

［解説］（令和 5 年度 試験問題 出題 40） 

 参考資料 環境省「ＴＣＦＤを活用した経営戦略立案のススメ」（2022 年 3 月） 

https://www.env.go.jp/content/000118155.pdf 

① ◯正：記述のとおり。「同立案のススメ」P.1-15 

     要求項目は、「ガバナンス」，「戦略」，「リスク管理」，「指標と目標」の 4 つ 

② ×誤：「同立案のススメ」P.1-15 

＊シナリオ分析の実施 

TCFD が提言する気候変動に関する具体的なシナリオ分析を用いた情報開⽰を推奨 

     「同立案のススメ」２．シナリオ分析 実践のポイントには、「産業連関法によるインベントリ分 

析の実施が推奨されている」との記載はない。 

    ＊産業関連法によるインベントリ分析は、ライフサイクルアセスメントのインベントリ分析の一つ 

である。産業連関法は、約 500 項目にわたる産業連関表を用いて、部門間の金額ベースのやりと 

りから特定製品に関わる環境負荷を算定するもので、マクロなレベルで分析できる。 

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h10/10619.html 

③ ◯正：記述のとおり。「同立案のススメ」P.1-18 の記載のとおり 

気候関連リスクを，低炭素経済への「移行」に関するリスクと，気候変動による「物理的」変化 

に関するリスクに大別している。 

④ ◯正：記述のとおり。「同立案のススメ」P.1-21 の記載のとおり 

経営陣を巻き込んだ体制が必要であり，ＴＣＦＤ提言では監督体制や経営者の役割の開示を求め 

ている。 

⑤ ◯正：記述のとおり。2022.2 月時点 726 社 世界で一位 

「同立案のススメ」P.1-28 の記載のとおり 

     2023.1.31 時点 1,202 社 世界で一位 

2023.6.15 現在 1,344 社 世界 4,564 社 
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Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

＊参考 

 ①要求項目４要素 

 

②シナリオ分析 
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Ｒ５択一試験の解答と解説 

 
 

③移行リスクと物理的リスク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ガバナンス  
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記述問題 
問題文および答案例 
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答案例 
01 機械部門受験者 
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選択科目：  機械－機械設計 

技術士 第二次試験 模擬答案用紙 

 

受験番号 

問題番号 

答案使用枚数 枚目      枚中 

技術部門   総合技術監理部門 

専門とする事項：空調機械設計の監理業務 

 

●裏面は使用しないで下さい。 ●裏面に記載された解答は無効とします。                    24 字×25 字

( 1 ) 取 り 上 げ る 組 織  

① 1 ) 概 要  

 自 社 は 家 庭 用 エ ア コ ン を 生 産 、 販 売 す る メ ー カ ー で

あ る 。 国 内 外 に 生 産 拠 点 を 有 し 、 年 間 生 産 台 数 は 8 8 0

万 台 と 競 合 他 社 に 比 べ 多 い 。 近 年 、 カ ー ボ ン ニ ュ ー ト

ラ ル や ト ッ プ ラ ン ナ ー 制 度 等 の 環 境 対 応 の た め 、 自 社

が 保 有 す る 省 エ ネ 技 術 を 活 用 し た エ ア コ ン 需 要 が 増 大

し て い る 。 一 方 、 周 辺 の 製 造 業 同 様 、 人 材 減 少 が 進 ん

で お り 、 高 年 齢 化 し た ベ テ ラ ン の 技 術 継 承 が 必 要 と な

っ て い る 。 こ れ ら を 踏 ま え 、 将 来 的 な 事 業 継 続 と 利 益

最 大 化 の た め 、 最 重 要 管 理 項 目 は 経 済 性 管 理 で あ る 。  

2 ) 役 割  

 エ ア コ ン 設 計 を 担 う 設 計 部 門 、 製 造 を 担 う 製 造 部 門 、

部 品 調 達 を 担 う 調 達 部 門 、 据 付 ・ 修 理 を 担 う サ ー ビ ス

部 門 等 の 役 割 が あ る 。  

② 1 ) 経 営 資 源  

 イ ン バ ー タ や ヒ ー ト ポ ン プ 等 の 省 エ ネ 技 術 、 そ れ ら

を 顧 客 に 提 供 す る 人 材 で あ る 。  

2 ) ア ウ ト プ ッ ト  

 省 エ ネ エ ア コ ン で あ る 。  

③ 業 務 プ ロ セ ス  

 顧 客 ニ ー ズ や 各 種 の 環 境 対 応 を 踏 ま え た 省 エ ネ 設 計

を 講 じ 、 部 品 調 達 や エ ア コ ン 製 造 を 行 う 。 製 造 し た エ

ア コ ン を 据 付 サ ー ビ ス 提 供 し て 顧 客 へ 快 適 性 を 供 与 し

て い る 。  
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選択科目：  機械－機械設計 

技術士 第二次試験 模擬答案用紙 

 

受験番号 

問題番号 

答案使用枚数 枚目      枚中 

技術部門   総合技術監理部門 

専門とする事項：空調機械設計の監理業務 

 

●裏面は使用しないで下さい。 ●裏面に記載された解答は無効とします。                    24 字×25 字

( 2 ) S W O T の 内 容  

S 1 ： イ ン バ ー タ 技 術 で あ る 。 過 去 に 国 内 で 利 用 し て い

た ノ ン イ ン バ ー タ エ ア コ ン に 比 べ 、 自 社 が 保 有 す る イ

ン バ ー タ 技 術 は 電 力 消 費 を 約 6 0 % 低 減 で き る 。  

S 2 ： ヒ ー ト ポ ン プ 技 術 で あ る 。 ヒ ー ト ポ ン プ は 欧 州 地

域 に お い て 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー に 位 置 付 け ら れ て お り

需 要 が 高 い 。  

W 1 ： エ ア コ ン 需 要 拡 大 の 一 方 、 据 付 を 担 う サ ー ビ ス 人

材 の 減 少 が 進 ん で い る 。  

W 2 ： エ ア コ ン の 製 造 工 程 に お い て 、 多 く が 機 械 化 や 省

人 化 が 進 ん で い る 。 一 方 、 配 管 を ろ う 付 加 工 す る 工 程

は 過 去 か ら 手 作 業 を 継 続 し て い る 。 ろ う 付 加 工 に は 高

い 技 術 力 を 要 す る が 、 属 人 化 し て お り 、 高 年 齢 の 技 術

者 の 暗 黙 知 に な っ て い る 。  

O 1 ： 国 際 エ ネ ル ギ ー 機 関 に よ る と 、 エ ア コ ン の 世 界 生

産 台 数 が 2 0 5 0 年 ま で に 現 在 の 3 倍 に な る と 予 測 し て

い る 。 こ れ よ り 、 将 来 的 な 需 要 増 大 を 想 定 し て い る 。  

O 2 ： ア フ リ カ 地 域 に お い て 、 エ ア コ ン は 高 級 商 材 で あ

る た め 、 普 及 が 進 ん で い な い 。 熱 中 症 リ ス ク 低 減 の た

め に も エ ア コ ン の 普 及 を 進 め る 必 要 が あ る 。  

T 1 ： 2 0 2 2 年 に 発 生 し た ウ ク ラ イ ナ 侵 攻 に よ り エ ア コ

ン に 使 用 す る 銅 の 価 格 が 戦 争 前 に 比 べ 3 倍 に 増 加 し た 。  

T 2 ： 自 社 エ ア コ ン に 用 い る 半 導 体 を 供 給 す る サ プ ラ イ

ヤ ー 工 場 の 火 災 が 発 生 し た 。 半 導 体 は 競 合 他 社 や 他 企

業 で も 使 用 さ れ て い る た め 、 部 品 逼 迫 が 生 じ た 。  
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選択科目：  機械－機械設計 

技術士 第二次試験 模擬答案用紙 

 

受験番号 

問題番号 

答案使用枚数 枚目      枚中 

技術部門   総合技術監理部門 

専門とする事項：空調機械設計の監理業務 

 

●裏面は使用しないで下さい。 ●裏面に記載された解答は無効とします。                    24 字×25 字

( 3 ) 近 い 将 来 の 戦 略 立 案  

( 3 . 1 ) パ タ ー ン A ： エ ア コ ン の サ ブ ス ク リ プ シ ョ ン  

① 1 ) 戦 略 の 組 合 せ : S 1 × O 2  

2 ) 目 標 ： ア フ リ カ 地 域 に お い て 、 高 級 商 材 の た め 普 及

が 進 ん で い な い イ ン バ ー タ エ ア コ ン を 普 及 さ せ る た め 、

機 器 単 独 販 売 で は な く 、 サ ブ ス ク リ プ シ ョ ン 事 業 展 開

を 講 じ る 。 こ れ よ り 、 顧 客 の 熱 中 症 リ ス ク が 低 減 で き

る と と も に エ ア コ ン 据 付 に 必 要 な サ ー ビ ス 人 材 の 雇 用

創 出 に つ な が り 、 G D P 向 上 が 期 待 で き る ( 経 済 性 管 理 ) 。  

② 方 策 ： サ ブ ス ク リ プ シ ョ ン と す る こ と で 、 導 入 コ ス

ト が 抑 制 で き 、 普 及 の 障 壁 を 低 減 で き る 。 一 方 、 継 続

利 用 に 伴 い 費 用 が か か る 。 こ の た め 、 デ メ リ ッ ト に 関

し て も 顧 客 に 周 知 す る ( 情 報 管 理 ) 。 ま た 、 普 及 拡 大 に

伴 い 、 エ ア コ ン 台 数 が 増 え 、 据 付 サ ー ビ ス 提 供 の 機 会

が 増 大 す る 。 一 方 、 エ ア コ ン 据 付 に は 配 管 の 締 付 ト ル

ク や 角 度 等 、 専 門 の ス キ ル が 必 要 で あ る た め 、 現 地 人

材 の 育 成 を 講 じ る ( 人 的 資 源 管 理 ) 。  

③ 1 ) 障 害 ： エ ア コ ン 普 及 拡 大 の た め に 据 付 サ ー ビ ス 提

供 が 必 要 で あ る が 、 人 材 が 未 熟 練 だ と 冷 媒 漏 洩 や 凍 傷

の リ ス ク が 高 ま る ( 経 済 性 管 理 、 社 会 環 境 管 理 、 安 全

管 理 の ト レ ー ド オ フ ) 。  

2 ) 克 服 策 ： サ ー ビ ス 人 材 の 早 期 育 成 の た め に カ メ ラ 付

ウ ェ ア ラ ブ ル 通 信 端 末 を 導 入 す る 。 カ メ ラ を 通 じ た 現

地 状 況 把 握 と と も に 同 時 翻 訳 機 能 を 設 け る こ と で 日 本

か ら の 据 付 支 援 を 図 る ( 情 報 管 理 ) 。  
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選択科目：  機械－機械設計 

技術士 第二次試験 模擬答案用紙 

 

受験番号 

問題番号 

答案使用枚数 枚目      枚中 

技術部門   総合技術監理部門 

専門とする事項：空調機械設計の監理業務 

 

●裏面は使用しないで下さい。 ●裏面に記載された解答は無効とします。                    24 字×25 字

( 3 . 2 ) パ タ ー ン B ： 暗 黙 知 の デ ジ タ ル 化  

① 1 ) 戦 略 の 組 合 せ : W 2 × O 1  

2 ) 目 標 ： エ ア コ ン 製 造 に お い て 、 暗 黙 知 と な っ て い る

ろ う 付 加 工 工 程 の デ ジ タ ル 化 を 図 る 。 デ ジ タ ル 化 す る

こ と で 、 収 集 デ ー タ を 海 外 拠 点 に 水 平 展 開 す る 。 こ れ

よ り 、 エ ア コ ン の 増 産 が 可 能 と な り 、 増 大 す る 需 要 に

応 え る こ と が で き る 。  

② 方 策 ： 高 年 齢 者 雇 用 安 定 法 に 基 づ き 、 現 在 の 自 社 定

年 で あ る 6 0 歳 を 6 5 歳 ま で 延 伸 す る 。 延 伸 し た 期 間 を

利 用 し て 、 ベ テ ラ ン が 保 有 す る ろ う 付 技 術 の 継 承 を 図

る と と も に セ ン シ ン グ 技 術 を 活 用 し た 工 程 の 数 値 化 に

取 り 組 む 。 セ ン シ ン グ に よ り 、 ベ テ ラ ン の 動 作 や ろ う

材 の 温 度 、 炎 の 色 、 角 度 等 、 多 方 面 か ら 数 値 化 す る 。

数 値 化 し た デ ー タ か ら 工 程 の 自 動 化 を 図 る こ と で 、

2 4 h 連 続 操 業 が 可 能 と な る ( 経 済 性 管 理 ) 。  

③ 1 ) 障 害 ： デ ジ タ ル 化 し た ろ う 付 加 工 デ ー タ を 海 外 拠

点 へ 水 平 展 開 し 、 自 動 化 す る こ と で 増 大 す る 需 要 へ 対

応 す る 必 要 が あ る 。 一 方 、 デ ジ タ ル デ ー タ の た め 情 報

の 漏 洩 が リ ス ク と な る ( 経 済 性 管 理 と 情 報 管 理 の ト レ

ー ド オ フ ) 。  

2 ) 克 服 策 ： ろ う 付 加 工 デ ー タ は 自 社 に と っ て 機 密 情 報

で あ る 。 よ っ て 、 漏 洩 リ ス ク 低 減 の た め デ ー タ を 扱 う

人 材 に 対 す る 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 教 育 を 講 じ る ( 人 的 資

源 管 理 ) 。 ま た 、 セ キ ュ リ テ ィ 強 化 の た め 、 ク ラ ウ ド

経 由 で 日 本 と 海 外 で デ ー タ 共 有 す る ( 情 報 管 理 ) 。  
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選択科目：  機械－機械設計 

技術士 第二次試験 模擬答案用紙 

 

受験番号 

問題番号 

答案使用枚数 枚目      枚中 

技術部門   総合技術監理部門 

専門とする事項：空調機械設計の監理業務 

 

●裏面は使用しないで下さい。 ●裏面に記載された解答は無効とします。                    24 字×25 字

( 3 . 2 ) パ タ ー ン C ： 材 料 置 換  

① 1 ) 戦 略 の 組 合 せ : S 2 × T 1  

2 ) 目 標 ： ウ ク ラ イ ナ 侵 攻 に よ り 高 騰 し た 銅 は 、 過 去 か

ら 枯 渇 リ ス ク が 高 く 、 可 採 年 数 が 3 0 年 程 で 供 給 不 安

の あ る 材 料 で あ っ た 。 よ っ て 、 価 格 高 騰 と 枯 渇 リ ス ク

に 対 応 す る た め 、 材 料 置 換 を 図 る 。 置 換 に よ る 事 業 継

続 で 燃 焼 系 暖 房 が 主 流 の 欧 州 地 域 へ の ヒ ー ト ポ ン プ 化

に つ な げ る 。  

② 方 策 ： 銅 か ら ア ル ミ ニ ウ ム へ の 置 換 を 図 る 。 ア ル ミ

ニ ウ ム は 可 採 年 数 が 約 1 5 0 年 と 銅 に 比 べ 長 く 、 枯 渇 リ

ス ク が 小 さ い 。 こ れ よ り 調 達 性 が 安 定 化 す る 一 方 、 熱

伝 導 率 や 弾 性 率 等 の 物 性 面 で 銅 に 劣 る 。 劣 位 点 を 補 う

た め に 形 状 設 計 や 応 力 設 計 を 講 じ る 。 他 方 、 競 合 他 社

に お い て も 銅 か ら ア ル ミ ニ ウ ム へ の 置 換 が 想 定 で き る

た め 、 特 許 取 得 に よ る 権 利 化 を 図 る ( 情 報 管 理 ) 。  

③ 1 ) 障 害 ： ア ル ミ ニ ウ ム 化 に よ る 形 状 設 計 や 応 力 設 計

に は 設 計 ス キ ル が 必 要 と な る が 、 育 成 に は 時 間 が か か

る （ 人 的 資 源 管 理 と 経 済 性 管 理 の ト レ ー ド オ フ ） 。 ま

た 、 ア ル ミ ニ ウ ム 設 計 仕 様 化 の た め に は 、 設 計 人 材 に

負 荷 が か か る 。 こ れ よ り 、 長 時 間 労 働 に よ る メ ン タ ル

ヘ ル ス 疾 患 の リ ス ク が 生 じ る ( 経 済 性 管 理 と 安 全 管 理

の ト レ ー ド オ フ ) 。  

2 ) 克 服 策 ： O J T / O F - J T の 併 用 や 設 計 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン

を 活 用 す る こ と で 設 計 効 率 化 を 図 る （ 人 的 資 源 管 理 、

経 済 性 管 理 ） 。  
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答案例 
04 電気電子部門受験者 
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選択科目   電気電子 – 電気設備 

令和 年度 技術士第二次試験 答案用紙 

    

 
 

  

技術部門       総合技術監理部門 

専門とする事項  RFIF の設計、および工場内エネルギー設備 

受験番号 

問題番号 Ⅰ－２ 

●答案用紙の解答欄の枠内に記載した解答のみ採点対象とします。                              24 字×25字

○解答欄の記入は、1 マスにつき 1 文字とすること。なお、英字・数字は 1 マスに 2 文字を目安とする。

●受験番号、選択科目、専門とする事項は必ず記入すること。 

( 1 )  私 が 取 り 上 げ る 組 織 に つ い て  

① 取 り 上 げ る 組 織 の 概 要 及 び 役 割  

[  組 織 の 概 要 ]  私 が 取 り 上 げ る 組 織 は 「 省 エ ネ ル ギ ー

の 施 策 」 で あ る 。 概 要 は 、 主 に 付 帯 設 備 に つ い て 高 効

率 な 設 備 を 導 入 し 、 適 切 に 運 用 （ 日 常 ・ 定 期 点 検 や 異

常 時 の 故 障 を 含 む ） 対 応 す る こ と で 省 エ ネ ル ギ ー 化 を

図 る 。 当 組 織 は 半 導 体 製 造 工 場 の 一 部 で あ る 。  

[  役 割 ] 省 エ ネ ル ギ ー 法 を 求 め ら れ て い る 原 単 位 を 年

１ ％ 削 減 を 達 成 す る こ と を 目 標 と し て 活 動 し て い る 。  

② こ の 組 織 に お け る 経 営 資 源 と ア ウ ト プ ッ ト に つ い て

[  資 源  ] 人 材 :  社 員 ５ 名 の 他 、 省 エ ネ ル ギ ー 機 器 を 設

置 ・ 据 付 等 を 行 う 工 事 業 者 、 社 内 L A N を 管 理 す る シ ス

テ ム 部 隊 な ど 。 設 備 :  省 エ ネ ル ギ ー 設 備 の 他 、 そ れ ら

を 監 視 す る 監 視 Ｐ Ｃ 。 技 術 :  省 エ ネ ル ギ ー 技 術 。  

[  ア ウ ト プ ッ ト ]  主 に ２ つ あ る 。 1 ) 省 エ ネ ル ギ ー を 実

現 さ せ る こ と で 、 特 に E S G 投 資 等 を 行 て い る ス テ ー ク

ホ ル ダ ー の 信 頼 を 得 て 、 我 が 社 へ の 投 資 を 活 発 に さ せ

る 。 2 ) 省 エ ネ ル ギ ー 化 を 実 現 さ せ る こ と で 、 固 定 費 を

削 減 す る こ と が で き 、 低 価 格 で 製 品 を 提 供 す る こ と が

可 能 と な る 。  

③ こ の 組 織 の 主 要 な 業 務 プ ロ セ ス ： 以 下 に 示 す 。  

1 ) 最 新 省 エ ネ ル ギ ー 機 器 ・ 対 策 の 検 討 、 2 ) フ ィ ー ジ リ

テ ィ ス タ デ ィ (  実 現 可 否 、 コ ス ト 試 算 含 む )  、 3 ) 詳 細

設 計 (  配 管 、 電 力 ケ ー ブ ル 等 )  、 4 ) 機 器 導 入 、 5 ) 日 常

点 検 ・ 分 析 、 6 ) 省 エ ネ ル ギ ー 改 善 立 案 、 1 ) へ 戻 る 。  
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令和 年度 技術士第二次試験答案用紙 

 

※戦略２・３でキチンと文章でトレードオフをかけていないがマイナス点だと思います。各自５管理上での

トレードオフが発生して、若番を優先に対応することを考えていました。 

○解答欄の記入は、1 マスにつき1 文字とすること。なお、英字・数字は1マスに２文字を目安とする。

●答案用紙の解答欄の枠内に記載した解答のみ採点対象とします。                              24 字×25字

( 2 )  取 り 上 げ た 組 織 の S W O T  ４ つ の 要 因 に つ い て  

[  S 1  ] 今 ま で 導 入 し て き た 省 エ ネ ル ギ ー 機 器 ・ 設 備 。

こ ち ら は 今 ま で 導 入 し て き た 多 数 の 省 エ ネ ル ギ ー 機 器

が あ り 、 エ ネ ル ギ ー コ ス ト を 抑 え て 、 低 価 格 で 半 導 体

製 品 を 顧 客 に 提 供 で き る 。  

[  S 2  ] 組 織 が 持 っ て い る 省 エ ネ ル ギ ー に 関 す る 技 術 。  

こ ち ら は 省 エ ネ ル ギ ー の 施 策 に つ い て P D C A サ イ ク ル

を 回 す こ と で 蓄 積 し た 技 術 で あ る 。  

[  W 1  ] 担 当 者 の 高 齢 化 ： 組 織 の う ち 1 名 が 5 0 歳 台 後

半 で あ る 。 彼 ら は 定 年 退 職 後 に 再 雇 用 の 予 定 で あ る

が 、 日 常 点 検 な ど の 長 距 離 歩 行 が 辛 く な っ て い る 。  

[  W 2  ] 教 育 不 足 ： 組 織 の う ち 1 名 が 2 0 歳 台 で あ る が 、

ベ テ ラ ン 社 員 の 仕 事 へ の 負 荷 が 集 中 し 、 若 手 に 教 育

す る 時 間 の 確 保 が で き て い な い 。  

[  O 1  ] 世 界 的 な 半 導 体 不 足 ： 特 に 我 が 社 で 製 造 し て い

る パ ワ ー 半 導 体 は 不 足 し て お り 、 投 資 会 社 か ら の 投 資

さ れ る 機 会 が 増 え て い る 。  

[  O 2  ] 政 府 の 省 エ ネ ル ギ ー や 半 導 体 に 関 す る 施 策 （ 補

助 金 ） ： 地 方 公 共 を 含 め た 施 策 で あ る 。 省 エ ネ ル ギ ー

は パ リ 協 定 ( C O P 2 1 )  等 を 受 け て 活 発 な 状 況 に あ る 。  

[  T 1  ] 価 格 高 騰 ： こ ち ら は 省 エ ネ ル ギ ー 設 備 だ け で は

な く 、 配 管 類 や 工 事 費 な ど を 含 め て 高 騰 し て い る 。  

[  T 2  ] 円 安 ： 海 外 の 省 エ ネ ル ギ ー 機 器 導 入 を 考 え た と

き 、 円 安 の 影 響 を 受 け る 。 電 力 単 価 が 高 い と 省 エ ネ ル

ギ ー は プ ラ ス に 働 く が 、 ト ー タ ル で マ イ ナ ス と な る 。  
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令和 年度 技術士第二次試験答案用紙 

 

※戦略２・３でキチンと文章でトレードオフをかけていないがマイナス点だと思います。各自５管理上での

トレードオフが発生して、若番を優先に対応することを考えていました。 

○解答欄の記入は、1 マスにつき1 文字とすること。なお、英字・数字は1マスに２文字を目安とする。

●答案用紙の解答欄の枠内に記載した解答のみ採点対象とします。                              24 字×25字

( 3 )  近 い 将 来 、 組 織 が 立 案 し た 戦 略 ： そ の １  

① 戦 略 ベ ー ス と な る 項 目 の 組 合 せ と 目 指 す 目 標  

[  項 目 の 組 合 せ ]  ： W 1 × O 2  

[  戦 略 目 標 ]  政 府 の 省 エ ネ ル ギ ー 施 策 に よ っ て 、 新 規

省 エ ネ 設 備 の 導 入 を 進 め た い が 、 機 器 が 増 え る こ と で

日 常 点 検 す る 項 目 が 増 え て 点 検 す る た め の 歩 行 距 離 が

増 え て 高 齢 化 し た 担 当 者 の 負 担 と な る 。 目 指 す 目 標 は 、

日 常 点 検 等 に 掛 か る 歩 行 距 離 の 半 減 ( 5 0 % 減 )  で あ る 。  

② こ の 目 標 を 達 成 す る た め の 戦 略 の 具 体 的 な 方 策  

 上 記 目 標 を 達 成 さ せ る た め に 「 各 種 セ ン サ ー 類 の

I o T  化 及 び A V G に よ る 自 動 点 検 」 を あ げ る 。 具 体 的 に

は 、 日 常 点 検 等 で 確 認 し て い る 各 種 セ ン サ ー 類 を

I o T ( I n t e r n e t  O f  T h i n g s )  化 し 、 社 内 L A N を 通 じ て 自

動 的 に D B  へ 書 き 込 ま れ る 。 社 内 L A N が 届 か な い 箇 所

は カ メ ラ 付 き の A V G (  自 動 搬 送 ロ ボ ッ ト )  を 利 用 し て

自 動 的 に セ ン サ ー 類 の デ ー タ を 収 集 さ せ る 。  

③ 戦 略 を 実 現 す る 当 た り 直 面 す る 障 害 と そ の 克 服 策  

主 に ３ つ あ る 。 1 ) 初 期 導 入 に 掛 か る コ ス ト 。 ： 対 応 と

し て 重 要 な セ ン サ ー 類 か ら 導 入 を 進 め る 。 点 検 品 質 と

コ ス ト の ト レ ー ド オ フ （ 経 済 性 管 理 ） 。 2 ) 情 報 セ キ ュ

リ テ ィ ： 多 数 の 機 器 が 社 内 L A N に 接 続 さ れ る た め 、 情

報 セ キ ュ リ テ ィ 向 上 が 必 要 と な る 。 対 応 と し て 情 報 セ

キ ュ リ テ ィ ポ リ シ ー に 従 っ た 機 器 を 選 択 （ 情 報 管 理 ） 。

3 ) 工 事 作 業 者 と A G V の 接 触 事 故 。 現 場 に い た 人 と の 接

触 。 対 応 と し て 時 間 帯 運 転 等 を 設 け る （ 安 全 性 管 理 ） 。  
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令和 年度 技術士第二次試験答案用紙 

 

※戦略２・３でキチンと文章でトレードオフをかけていないがマイナス点だと思います。各自５管理上での

トレードオフが発生して、若番を優先に対応することを考えていました。 

○解答欄の記入は、1 マスにつき1 文字とすること。なお、英字・数字は1マスに２文字を目安とする。

●答案用紙の解答欄の枠内に記載した解答のみ採点対象とします。                              24 字×25字

( 3 )  近 い 将 来 、 組 織 が 立 案 し た 戦 略 ： そ の ２  

① 戦 略 ベ ー ス と な る 項 目 の 組 合 せ と 目 指 す 目 標  

[  項 目 の 組 合 せ ]  ： W 2 × O 1  

[  戦 略 目 標 ]  若 手 へ の 教 育 が 必 要 で あ る が 、 我 が 社 の

生 産 に 関 す る 中 期 計 画 が 増 産 傾 向 に あ る 。 現 時 点 で も

若 手 に 教 育 す る 時 間 が 少 な い の に 増 産 に よ っ て 教 育 時

間 の 確 保 が 課 題 と な る 。 目 標 と し て 人 材 育 成 計 画 に 従

っ た 省 エ ネ ル ギ ー に 関 す る 教 育 の 月 ３ 時 間 確 保 と す る 。  

② こ の 目 標 を 達 成 す る た め の 戦 略 の 具 体 的 な 方 策  

 上 記 目 標 を 達 成 さ せ る た め に 「 A I に よ る 日 常 点 検

項 目 の 自 動 分 析 及 び 教 育 ツ ー ル の 導 入 」 を あ げ る 。 具

体 的 に は 、 日 常 点 検 等 で 記 録 さ れ た デ ー タ を イ ン プ ッ

ト に よ っ て ア ウ ト プ ッ ト を ベ テ ラ ン 作 業 員 の 判 断 し て

点 検 デ ー タ を A I ( 人 工 知 能 )  に 自 動 分 析 さ せ る 。 こ の

シ ス テ ム に は 過 去 ト ラ ブ ル (  ケ ー ス ス タ デ ィ )  と 連 動

し て お り 、 疑 似 デ ー タ 等 を 利 用 し て 教 育 ツ ー ル と し て

活 用 で き る 。  

③ 戦 略 を 実 現 す る 当 た り 直 面 す る 障 害 と そ の 克 服 策  

主 に ２ つ あ る 。 1 ) A I に 関 す る 人 材 の 確 保 。 ： A I の 分

野 や 特 に 活 発 で 人 材 の 確 保 が 困 難 で あ る 。 対 応 と し て

設 計 段 階 か ら 人 材 育 成 を 計 画 す る （ 人 的 資 源 管 理 ） 。

2 ) 技 術 の 陳 腐 化 ： A I は 進 歩 が 激 し い た め 、 新 し い モ

デ ル 等 の 出 現 に よ っ て 導 入 し た 技 術 が 陳 腐 化 す る 可 能

性 が あ る 。 対 応 と し て モ デ ル の 変 更 が 可 能 な シ ス テ ム

の 導 入 を 検 討 す る （ 経 済 性 管 理 ） 。  
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令和 年度 技術士第二次試験答案用紙 

 

※戦略２・３でキチンと文章でトレードオフをかけていないがマイナス点だと思います。各自５管理上での

トレードオフが発生して、若番を優先に対応することを考えていました。 

○解答欄の記入は、1 マスにつき1 文字とすること。なお、英字・数字は1マスに２文字を目安とする。

●答案用紙の解答欄の枠内に記載した解答のみ採点対象とします。                              24 字×25字

( 3 )  近 い 将 来 、 組 織 が 立 案 し た 戦 略 ： そ の ３  

① 戦 略 ベ ー ス と な る 項 目 の 組 合 せ と 目 指 す 目 標  

[  項 目 の 組 合 せ ]  ： S 2 × T 1 ・ T 2  

[  戦 略 目 標 ]  蓄 積 し た 省 エ ネ ル ギ ー 技 術 を 用 い て 新 規

に 省 エ ネ ル ギ ー 機 器 の 導 入 や 改 造 を 行 い た い が 、 機 器

や 工 事 に 関 す る 人 件 費 等 の 高 騰 が 影 響 し て い る 。 特 に

電 力 ケ ー ブ ル な ど は 、 銅 が 多 く 使 用 さ れ て お り 円 安 の

影 響 を 受 け て 価 格 が 高 騰 し て い る 。  

② こ の 目 標 を 達 成 す る た め の 戦 略 の 具 体 的 な 方 策  

 上 記 目 標 を 達 成 さ せ る た め に 「 複 数 業 者 の 取 引 先 拡

大 と リ ー ス ・ オ ン サ イ ト の 検 討 」 を あ げ る 。 具 体 的 に

は 、 省 エ ネ ル ギ ー 機 器 を 取 り 扱 う 業 者 や 工 事 施 工 業 者

を 複 数 社 と 契 約 し 相 見 積 に よ る 価 格 低 減 を 図 る 。 省 エ

ネ ル ギ ー 機 器 な ど 費 用 が 高 い 場 合 は 必 要 に 応 じ て 、 リ

ー ス や オ ン サ イ ト も 検 討 す る 。  

③ 戦 略 を 実 現 す る 当 た り 直 面 す る 障 害 と そ の 克 服 策  

主 に ２ つ あ る 。 1 ) 新 規 取 引 先 の 品 質 や 安 全 面 の 低 下 ：

新 規 取 引 先 が 低 価 格 を 意 識 し 過 ぎ て 、 品 質 や 安 全 に 関

す る 配 慮 が 少 な く な る 可 能 性 が あ る 。 対 応 策 と し て 、

新 規 業 者 教 育 の 実 施 と 工 事 中 の 監 視 な ど が あ る （ 経 済

性 ・ 安 全 管 理 ） 。 2 ) 新 規 設 備 や 工 事 の 騒 音 ・ 振 動 に よ

る 影 響 ： 新 規 設 備 や 工 事 の 環 境 に よ る 影 響 が 大 き く 近

隣 住 人 に 影 響 を 与 え る （ 特 に 騒 音 ・ 振 動 ） 。 対 応 策 と

し て 、 事 前 に 仕 様 の 確 認 し 、 近 隣 住 民 と の リ ス ク コ ミ

ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 図 る （ 社 会 経 済 性 管 理 ） 。  以 上  
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答案例 
09 建設部門受験者 

（土質及び基礎） 
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答案例 
09 建設部門受験者 

（鋼構造コンクリート） 
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答案例 
09 建設部門受験者 

（都市及び地方計画） 
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答案例 
09 建設部門受験者 

（河川砂防海岸海洋） 
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選択科目

令和５年度 技術士第二次試験 答案用紙（再現）

技術部門 総合技術監理部門

専門とする事項

受験番号

問題番号 Ⅰ－２

●答案用紙の解答欄の枠内に記載した解答のみ採点対象とします。 24 字×25 字

○解答欄の記入は、1 マスにつき 1 文字とすること。なお、英字・数字は1 マスに 2 文字を目安とする。

（図表を用いて解答する場合を含む。）

●受験番号、選択科目、専門とする事項は必ず記入すること。

( 1 ) 取 り 上 げ る 組 織

① 組 織 の 概 要 及 び 役 割

○ 組 織

国 土 交 通 省

○ 役 割

河 川 事 業 を は じ め と し た イ ン フ ラ 整 備 等 に よ る 安

全 ・ 安 心 な 地 域 社 会 の 提 供

② 組 織 の 経 営 資 源 、 ア ウ ト プ ッ ト

○ 資 源

資 格 を 有 す る 優 秀 な 国 家 公 務 員 、 他 組 織 が 有 し な い

ヘ リ 等 の 資 機 材 、 コ ン サ ル タ ン ト 等 と の 関 係 も 含 ん だ

河 川 技 術 等 の ノ ウ ハ ウ

○ ア ウ ト プ ッ ト

災 害 等 が 発 生 し に く い 河 川 整 備 や 、 河 川 関 連 の 情 報

提 供 に よ る 、 地 域 へ の 安 心 ・ 安 全 の 提 供 、 そ れ が 波 及

し て の 経 済 安 定 ・ 活 性 化

③ 組 織 の 主 要 な 業 務 プ ロ セ ス

一 級 河 川 に 関 す る 整 備 計 画 を 策 定 し 、 そ れ に 沿 っ た

方 法 で の 河 川 整 備 、 維 持 管 理 ・ 修 繕 、 災 害 復 旧 の 実 施 、

河 川 情 報 の カ ウ ン タ ー パ ー ト へ の 提 供 に よ り 、 地 域 社

会 の 安 全 性 を 高 め る 。 な お 、 必 要 に 応 じ て ゼ ネ コ ン や

コ ン サ ル タ ン ト 等 に 業 務 を 発 注 す る 形 で 、 各 者 一 体 と

な っ て 対 応 に 当 た る 。
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選択科目

令和５年度 技術士第二次試験 答案用紙（再現）

●答案用紙の解答欄の枠内に記載した解答のみ採点対象とします。 24 字×25 字

2

技術部門 総合技術監理部門

専門とする事項

受験番号

問題番号 Ⅰ－２ ○解答欄の記入は、1 マスにつき 1 文字とすること。なお、英字・数字は1 マスに 2 文字を目安とする。

（図表を用いて解答する場合を含む。）

●受験番号、選択科目、専門とする事項は必ず記入すること。

( 2 ) 組 織 の 各 要 因 に つ い て

S 1 : 河 川 技 術 に 関 す る ノ ウ ハ ウ

所 有 す る 研 究 所 、 コ ン サ ル 等 と の 関 係 、 一 級 河 川 整

備 の 実 績 か ら 、 河 川 整 備 の ノ ウ ハ ウ を 有 す る 。

S 2 : 各 県 の 人 材

各 県 、 多 く の 市 町 村 に 職 員 が 在 職 し て お り 、 災 害 等

へ の 即 時 対 応 が 可 能 。

W 1 : 整 備 に 時 間 を 要 す る こ と

限 定 的 な 予 算 、 長 大 な 整 備 延 長 か ら 、 問 題 を 有 す る

各 箇 所 に つ い て 、 対 応 に 時 間 を 要 す る こ と が あ る 。

W 2 : 人 材 の 流 動 性 が 低 い

安 定 を 求 め が ち な 公 務 員 の 性 質 、 特 殊 な 職 種 の た め

中 途 採 用 の 少 な さ か ら 、 人 材 が 固 定 化 さ れ て い る 。

O 1 : 働 き 方 の 変 化

建 設 業 の 残 業 時 間 の 変 化 等 、 法 的 な 変 化 に 加 え 、 個

人 の W L B に 対 す る 考 え 方 も 変 化 し て い る 。

O 2 : 流 域 治 水 関 連 法 の 成 立

流 域 治 水 関 連 法 が 成 立 し 、 河 川 だ け の 対 策 で は な く 、

流 域 全 体 で の 対 策 の 機 運 が 高 ま っ て い る 。

T 1 : 気 候 変 動

全 世 界 的 に 気 候 変 動 が 進 み 、 災 害 の 頻 発 化 ・ 激 甚 化

が 懸 念 さ れ て お り 、 近 年 毎 年 災 害 が 発 生 し て い る 。

T 2 : 人 口 減 少

人 口 減 少 に 伴 い 財 源 の 減 少 、 労 働 力 不 足 が 、 特 に 建

設 業 界 に お い て 顕 在 化 し て い る 。
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選択科目

令和５年度 技術士第二次試験 答案用紙（再現）

●答案用紙の解答欄の枠内に記載した解答のみ採点対象とします。 24字×25 字

技術部門 総合技術監理部門

専門とする事項

受験番号

問題番号 Ⅰ－２ ○解答欄の記入は、1 マスにつき 1 文字とすること。なお、英字・数字は1 マスに 2 文字を目安とする。

（図表を用いて解答する場合を含む。）

●受験番号、選択科目、専門とする事項は必ず記入すること。

( 3 - 1 )

① 項 目 の 組 合 せ 及 び 戦 略 が 目 指 す 目 標

○ 組 合 せ ： S 2 × O 2

○ 目 標 各 県 に ま た が る 人 材 を 活 か し 、 流 域 治 水 の 推

進 ・ 展 開 を 進 め る 。

② 戦 略 の 具 体 的 な 方 策

組 織 に は 各 県 、 多 く の 市 町 村 に 人 材 が 配 備 さ れ て い

る こ と か ら 、 そ の ネ ッ ト ワ ー ク を 活 か し 、 様 々 な 流 域

治 水 の 取 組 を 実 践 す る 。 横 の 繋 が り を よ り 強 め る こ と

で 、 成 功 例 ・ 失 敗 例 を 他 地 域 に も 展 開 し 、 地 域 毎 の 特

徴 に 合 わ せ て 活 か す こ と で 、 各 地 域 、 ひ い て は 日 本 全

体 で の 流 域 治 水 の 進 展 、 地 域 の 安 心 ・ 安 全 の 向 上 を 目

指 す 。

③ 直 面 す る 障 害 と そ の 克 服 策

障 害 と し て 、 住 民 を は じ め と し た 各 個 人 に と っ て 、

流 域 治 水 の 自 分 事 化 が 困 難 で あ る こ と が 挙 げ ら れ る 。

多 く の 方 に と っ て 、 被 災 す る ま で 災 害 は 他 人 事 な た め

で あ る 。

こ の 克 服 策 と し て 、 流 域 治 水 を 既 に 実 践 し て い る 地

域 で の 整 備 効 果 を ア ピ ー ル す る こ と 、 多 く の 方 が 興 味

を 引 く 媒 体 を 使 っ た 宣 伝 等 が 考 え ら れ る 。 効 果 発 現 に

は 時 間 を 要 す る こ と か ら 経 済 性 、 ま た 草 の 根 運 動 と な

る た め 人 的 資 源 管 理 で は 管 理 レ ベ ル を 低 下 さ せ る が 、

D X 等 を 活 用 し た 各 取 組 の 効 果 の 集 約 ・ パ タ ー ン 化 と

い っ た 情 報 管 理 に よ っ て 解 決 す る 。
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選択科目

令和５年度 技術士第二次試験 答案用紙（再現）

●答案用紙の解答欄の枠内に記載した解答のみ採点対象とします。 24 字×25 字

4

技術部門 総合技術監理部門

専門とする事項

受験番号

問題番号 Ⅰ－２ ○解答欄の記入は、1 マスにつき 1 文字とすること。なお、英字・数字は1 マスに 2 文字を目安とする。

（図表を用いて解答する場合を含む。）

●受験番号、選択科目、専門とする事項は必ず記入すること。

( 3 - 2 )

① 項 目 の 組 合 せ 及 び 戦 略 が 目 指 す 目 標

○ 組 合 せ S 1 × T 1

○ 目 標 気 候 変 動 に も 対 応 で き る 河 川 を 整 備 す る 。

② 戦 略 の 具 体 的 な 方 策

研 究 所 や コ ン サ ル タ ン ト 等 の 気 候 変 動 に 関 す る 研 究

等 の ノ ウ ハ ウ を 活 か し 、 各 河 川 に お い て 、 将 来 の 気 候

変 動 下 に お い て あ り 得 る 降 雨 量 ・ 流 量 等 を 算 定 し 、 河

川 整 備 に 関 す る 計 画 に 盛 り 込 む 。

③ 直 面 す る 障 害 と そ の 克 服 策

障 害 と し て 、 気 候 変 動 に 対 応 で き る 河 川 の 計 画 ・ 整

備 に は 、 非 常 に 長 い 年 月 を 要 す る こ と が 挙 げ ら れ る

こ の 克 服 策 と し て 、 各 河 川 に つ い て の 議 論 の 簡 略 化

を 提 案 す る 。 気 候 変 動 が 既 に 進 み 、 全 国 的 に 災 害 が 明

ら か に 頻 発 化 ・ 激 甚 化 し て い る 中 、 １ つ １ つ の 河 川 の

性 質 を 完 全 に 反 映 し た 計 画 の 策 定 は 困 難 で あ る 。

経 済 性 管 理 と し て 計 画 の 品 質 を 一 定 基 準 で 許 容 し 、 ま

た 環 境 管 理 と し て も 有 識 者 を 交 え 、 許 容 で き る ラ イ ン

を 定 め る 等 管 理 レ ベ ル を 低 下 さ せ 、 計 画 策 定 ・ 整 備 の

推 進 と い っ た 経 済 性 管 理 の 工 程 に 注 力 す べ き と 考 え る 。

具 体 的 に は 、 こ れ ま で 議 論 し た 河 川 の 流 域 や 環 境 か ら

パ タ ー ン 化 を 図 り 、 今 後 計 画 策 定 に は そ の パ タ ー ン を

参 考 と す る こ と が 考 え ら れ る 。
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選択科目

令和５年度 技術士第二次試験 答案用紙（再現）

●答案用紙の解答欄の枠内に記載した解答のみ採点対象とします。 24字×25 字

技術部門 総合技術監理部門

専門とする事項

受験番号

問題番号 Ⅰ－２ ○解答欄の記入は、1 マスにつき 1 文字とすること。なお、英字・数字は1 マスに 2 文字を目安とする。

（図表を用いて解答する場合を含む。）

●受験番号、選択科目、専門とする事項は必ず記入すること。

( 3 - 3 )

① 項 目 の 組 合 せ 及 び 戦 略 が 目 指 す 目 標

○ 組 合 せ ： W 1 ・ 2 × O 1

○ 目 標 D X 推 進 に よ り 、 働 き 方 の 変 化 も ふ ま え 、 整

備 水 準 を 向 上 さ せ る 。

② 戦 略 の 具 体 的 な 方 策

若 者 世 代 を 中 心 に 働 き 方 へ の 志 向 は W L B 重 視 型 と な

り 、 こ れ ま で の 働 き 方 の 固 持 は 困 難 で あ る 。 D X を 進

め る こ と に よ り 、 テ レ ワ ー ク 等 の 環 境 を 整 え 、 そ の 変

化 に 応 え る と 共 に 、 よ り 多 様 な 人 材 を 集 め る 。 ま た 、

事 業 面 に お い て も 遠 隔 で の 検 査 ・ 整 備 の 環 境 を 整 え る

こ と で 、 事 業 自 体 の 水 準 や 速 度 を 維 持 、 更 に 向 上 さ せ

る こ と が 可 能 と 考 え る 。

③ 直 面 す る 障 害 と そ の 克 服 策

障 害 と し て 、 D X を 推 進 で き る 企 業 と そ う で な い 企

業 が 差 別 化 さ れ 、 中 小 企 業 が 参 画 で き な く な る こ と が

挙 げ ら れ る 。

こ の 克 服 策 と し て 、 国 が 率 先 し て 情 報 の 集 約 ・ オ ー

プ ン 化 を 進 め る こ と で 、 短 期 的 に は 経 済 性 管 理 と し て

コ ス ト ・ 人 的 資 源 管 理 の レ ベ ル が 下 が る も の の 、 長 期

的 に は 企 業 及 び 従 業 員 の D X に 対 す る 意 識 ・ 成 長 を 向

上 さ せ る こ と が 考 え ら れ る 。
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答案例 
09 建設部門受験者 

（道路） 
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答案例 
09 建設部門受験者 

（鉄道） 
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答案例 
09 建設部門受験者 

（施工計画） 
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選択科目   建設-施工計画、施工設備

2023 度 技術士第二次試験 答案用紙 

 

 
 

  

技術部門    総合技術監理部門 

専門とする事項  建築物の施工計画・管理 

○受験番号，問題番号，技術部門，選択科目及び専門とする事項の欄は必ず記入すること。 

○解答欄の記入は，1 マスにつき1 文字とすること。（英数字及び図表を除く。） 

受験番号 

問題番号Ⅰ－２ SWOT 分析 

●裏面は使用しないで下さい。            ●裏面に記載された解答は無効とします。           24 字×25 字

※

（ １ ） 取 り 上 げ る 組 織 の 内 容  

① 組 織 の 概 要 及 び 役 割  

● 概 要 ： 建 物 の 計 画 ・ 設 計 ・ 施 工 業 務 を 継 続 し て 遂 行

す る 。 不 安 定 な 時 代 に あ っ て も 組 織 の 持 続 的 発 展 に 向

け て 事 業 継 続 に 関 す る 事 項 は 全 部 門 で 協 力 し 対 応 す る 。

● 役 割 ： 顧 客 の 工 期 厳 守 、 品 質 （ デ ザ イ ン 面 や 耐 震 性

能 確 保 ） と コ ス ト の バ ラ ン ス を と り 環 境 負 荷 を 低 減 し

た 建 物 を 継 続 的 に 供 給 す る 。 そ の 目 的 の 基 に 事 業 を 継

続 さ せ 地 域 の 安 全 安 心 や 環 境 確 保 の 社 会 的 役 割 を 担 う 。  

② 組 織 の 経 営 資 源 及 び ア ウ ト プ ッ ト  

● 経 営 資 源 ： 人 材 は 全 社 員 6 0 0 人 、 計 画 ・ 設 計 2 0 0 人 、  

施 工 3 0 0 人 、 そ の 他 1 0 0 人 。 機 材 は 、 自 社 の サ ー バ ー

と 全 社 員 が 保 有 す る Ｐ Ｃ 、 タ ブ レ ッ ト 端 末 等 が あ る 。  

● ア ウ ト プ ッ ト ： 構 造 物 は 建 物 で あ る 。  

サ ー ビ ス は 建 物 完 成 後 の メ ン テ ナ ン ス サ ー ビ ス を 行 う 。  

③ 業 務 プ ロ セ ス  

短 期 的 な 個 別 業 務 ＝ 建 物 の 最 適 化 （ 技 術 者 が 品 質 ・ コ

ス ト ・ 工 期 ・ 環 境 ・ 安 全 に 関 す る 問 題 の 分 析 ～ 課 題 抽

出 ・ 解 決 策 と 2 次 リ ス ク ・ 対 応 策 を 立 案 ～ 施 工 後 は デ

ー タ 等 を 基 に 評 価 し て 、 改 善 ・ 応 用 ・ 水 平 展 開 の Ｐ Ｄ

Ｃ Ａ サ イ ク ル を 回 す ） 。  

中 長 期 的 な 生 産 体 制 の 改 善 （ 生 産 性 向 上 の た め に 生 産

体 制 の 見 直 し や 改 善 、 社 員 教 育 や 技 術 継 承 に よ る 人 材

強 化 、 サ ー バ ー や Ｐ Ｃ 等 の 機 材 や シ ス テ ム の 保 守 強 化 、

新 シ ス テ ム や 新 技 術 の 導 入 ） を 行 う 。  
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○解答欄の記入は，1 マスにつき1 文字とすること。（英数字及び図表を除く。）

●裏面は使用しないで下さい。            ●裏面に記載された解答は無効とします。           24 字×25 字

（ ２ ) 組 織 に 関 す る Ｓ 、 Ｗ 、 О 、 Ｔ  

● Ｓ 1 ： 当 組 織 は 建 築 事 業 を 1 0 0 年 間 継 続 し て い る 。

そ の 事 業 の 中 で も 、 集 合 住 宅 の 供 給 割 合 が 多 く 、 経 験

が 多 い た め 、 強 み で あ る 。  

● Ｓ 2 ： 1 9 9 5 年 の 阪 神 ・ 淡 路 大 震 災 を 経 験 し て お り 、

復 興 建 築 事 業 で は 耐 震 建 築 を 手 掛 け て き た た め 、 従 業

員 の 耐 震 性 確 保 に 関 す る 技 術 力 は 高 く 、 強 み で あ る 。  

● Ｗ 1  :  当 組 織 の 弱 み は 、 建 物 の コ ス ト が 高 い 。 そ の

た め 、 他 社 と の コ ス ト 競 争 に な れ ば 受 注 で き な い 割 合

い が 多 い 。  

● Ｗ 2 ： 建 設 業 全 般 の 弱 み の 1 つ は 人 手 不 足 で あ る 。

当 組 織 も 人 材 不 足 で 、 特 に コ ス ト ダ ウ ン や 事 業 計 画 の

見 直 し 等 は 人 手 に 頼 っ て お り 、 遅 れ が ち で あ る 。  

● О 1 : Ｔ Ｃ Ｆ Ｄ の 導 入 と 気 候 変 動 へ の 対 策 が 促 進 さ れ

て 、 建 築 市 場 や 国 民 意 識 が 省 エ ネ ル ギ ー や 再 生 可 能 エ

ネ ル ギ ー の 活 用 へ 不 可 逆 的 に 変 化 す る ＝ 機 会 と 捉 え る 。  

● О 2 :  国 際 的 な 政 情 不 安 定 等 に よ り 、 原 燃 料 や 資 材

の 高 騰 が 長 期 固 定 化 す る た め 、 建 築 全 体 の 費 用 が 増 大

す る ＝ 機 会 と 捉 え る 。  

● Ｔ 1 ： 内 陸 直 下 型 地 震 が 発 生 す る 恐 れ が あ る ＝ 脅 威

で あ る 。 こ の た め 、 更 な る 高 耐 震 性 能 を 保 有 す る 建 物

の 供 給 を 求 め ら れ る 。  

● Ｔ 2 : 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 流 行 ＝ 脅 威 で あ る 。  

こ の た め 、 サ プ ラ イ チ ェ ー ン 寸 断 等 に 対 応 す る Ｂ Ｃ Ｐ

計 画 の 策 定 や 建 築 市 場 の 変 化 へ の 対 応 が 求 め ら れ る 。  
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○解答欄の記入は，1 マスにつき1 文字とすること。（英数字及び図表を除く。）

●裏面は使用しないで下さい。            ●裏面に記載された解答は無効とします。           24 字×25 字

（ 3 ） 実 現 さ せ る た め に 組 織 の Ｗ ｈ ａ ｔ 、 Ｈ о ｗ  

① - 1 Ｓ 1 × О 1 ： 高 環 境 配 慮 型 の 建 築 事 業 へ の 事 業 拡 大  

当 組 織 は 建 物 を 1 0 0 年 間 継 続 し て 供 給 し て お り 中 で

も 集 合 住 宅 の 供 給 割 合 が 多 い 。 こ の 強 み を 生 か し て 高

環 境 配 慮 型 の 集 合 住 宅 事 業 へ 事 業 を 拡 大 す る 。  

そ の た め に 組 織 は 、 省 エ ネ ル ギ ー 技 術 や 再 生 可 能 エ ネ

ル ギ ー 技 術 の 開 発 を 進 め る 。  

② - 1 ： 具 体 的 な 方 策  

現 在 利 活 用 が 促 進 さ れ て い る Ｐ Ｌ Ａ Ｔ Ｅ Ａ Ｕ を 活 用

し 、 建 物 の 屋 上 に 太 陽 光 パ ネ ル を 最 適 配 置 す る 。 ま た 、

こ れ と 設 備 機 器 の 高 効 率 化 に よ り 、 建 物 の 1 次 エ ネ ル

ギ ー 消 費 量 を 低 減 し て 、 高 断 熱 化 と 合 わ せ た Ｚ Ｅ Ｂ ・

Ｚ Ｅ Ｈ 技 術 を 開 発 す る 。  

③ - 1 ： 実 現 に あ た り 直 面 す る 障 害 、 克 服 策  

● 障 害 ： 社 内 に は 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー と Ｚ Ｅ Ｂ ・ Ｚ Ｅ

Ｈ 技 術 を 開 発 で き る 先 駆 的 な 人 材 が い な い 。 こ の た め 、

実 現 が 遅 れ る リ ス ク ＝ 社 会 環 境 管 理 と 人 的 資 源 管 理 ・

経 済 性 管 理 （ 工 程 管 理 ） の ト レ ー ド オ フ が あ る 。  

● 克 服 策 ： 短 期 的 に は 外 注 に よ る 技 術 開 発 で 対 応 す る 。

中 長 期 的 に は こ の 技 術 を 社 内 の 人 材 に 継 承 し つ つ 、 Ｐ

Ｄ Ｃ Ａ サ イ ク ル を 回 し て 相 反 要 求 を 両 立 し 克 服 す る 。  

た だ し 、 技 術 開 発 に は 第 3 者 の 特 許 権 侵 害 や 技 術 移 転

に 関 す る 問 題 が あ る 。 こ の た め 、 外 注 先 と の 間 で 特 許

権 侵 害 へ の 対 策 と 責 任 範 囲 、 開 発 後 の 技 術 移 転 に 関 し

て 合 意 形 成 を 図 り 、 文 書 化 し て お く 事 に 留 意 す る 。  
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○解答欄の記入は，1 マスにつき1 文字とすること。（英数字及び図表を除く。）

●裏面は使用しないで下さい。            ●裏面に記載された解答は無効とします。           24 字×25 字

① - 2 Ｗ 1 ・ Ｗ 2 × О 2 ： コ ス ト ダ ウ ン 他 の シ ス テ ム 構 築  

国 際 的 な 政 情 不 安 定 等 に よ り 、 原 燃 料 や 資 材 の 高 騰

が 長 期 固 定 化 す る た め 、 建 築 全 体 の 費 用 が 増 大 す る 。  

こ の た め 、 資 材 の コ ス ト ダ ウ ン を 図 り 、 事 業 計 画 を 中

大 規 模 建 築 へ 見 直 し て 、 そ の ス ケ ー ル メ リ ッ ト を 活 か

し て 人 件 費 や 材 料 費 を 削 減 す る 。 そ の た め に 組 織 は 、

人 手 に 頼 ら な い 新 し い シ ス テ ム を つ く る 。  

② - 2 ： 具 体 的 な 方 策  

Ａ Ｉ に 人 流 ・ 物 流 ・ 経 済 ・ 気 象 と 事 業 の 設 計 ・ 施

工 ・ 歩 掛 り ・ 品 質 等 を 合 せ た ビ ッ グ デ ー タ を 入 力 し て

分 析 し 、 コ ス ト ダ ウ ン や 事 業 拡 大 の 方 向 性 を 出 力 す る

た め の 新 し い シ ス テ ム を つ く る 。  

③ - 2 ： 実 現 に あ た り 直 面 す る 障 害 、 克 服 策  

● 障 害 ： Ａ Ｉ の 適 用 は 重 要 情 報 の 漏 洩 リ ス ク が あ る 。

ま た 、 ブ ラ ッ ク ボ ッ ク ス 問 題 が 不 可 避 な た め 、 事 業 計

画 見 直 し の 方 向 性 を 間 違 え る （ 品 質 低 下 ） リ ス ク ＝ 経

済 性 管 理 （ コ ス ト 管 理 ） と 情 報 管 理 ・ 経 済 性 管 理 （ 品

質 管 理 ） の ト レ ー ド オ フ が あ る 。  

● 克 服 策 ： 情 報 漏 洩 に は 、 ア ク セ ス 権 限 の 付 与 と 利 便

性 を 保 ち な が ら パ ス ワ ー ド の 強 化 で 対 応 す る 。 ま た 、

セ キ ュ リ テ イ ソ フ ト の 強 化 と セ キ ュ リ テ イ 教 育 を 合 わ

せ て 行 う 。 品 質 低 下 に は 、 運 用 当 初 は Ａ Ｉ と 熟 練 者 の

判 断 を 両 立 さ せ て 、 判 断 プ ロ セ ス に こ れ を 反 映 し な が

ら 徐 々 に Ａ Ｉ に 移 行 す る 。 こ の 中 長 期 的 な 品 質 計 画 を

立 て て 、 Ｐ Ｄ Ｃ Ａ サ イ ク ル を 回 し て 克 服 す る 。  
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○解答欄の記入は，1 マスにつき1 文字とすること。（英数字及び図表を除く。）

●裏面は使用しないで下さい。            ●裏面に記載された解答は無効とします。           24 字×25 字

① - 3 Ｓ 2 × Ｔ 1 ： 高 耐 震 性 能 建 物 の 供 給 に よ る 差 別 化  

内 陸 直 下 型 地 震 が 発 生 す る 恐 れ が あ る た め 、 更 な る

高 耐 震 性 能 を 保 有 し た 建 物 の 供 給 を 求 め ら れ る 。 当 組

織 は 阪 神 ・ 淡 路 大 震 災 を 経 験 し て お り 、 復 興 建 築 事 業

で は 耐 震 建 築 を 手 掛 け て き た た め 、 従 業 員 の 耐 震 性 確

保 に 関 す る 技 術 力 は 高 い 。 こ の 強 み を 生 か し て 、 高 耐

震 性 能 保 有 建 物 の 供 給 に よ り 他 社 と の 差 別 化 を 図 る 。  

② - 3 ： 具 体 的 な 方 策  

建 物 の 基 礎 に は ピ ッ ト 式 の 免 震 構 造 を 、 上 部 の 鉄 骨

に は 制 震 ダ ン パ ー を 活 用 し た 高 耐 震 性 能 保 有 建 物 を 創

出 す る 。 そ の た め 、 当 事 業 が タ ー ゲ ッ ト に し て い る 建

物 規 模 と そ の 重 さ に 応 じ た 免 振 装 置 を 自 社 で 開 発 す る 。  

③ - 3 ： 実 現 に あ た り 直 面 す る 障 害 、 克 服 策  

● 障 害 ： 当 組 織 は 実 験 場 や 開 発 技 術 者 を 保 有 し て い る 。

新 し い 免 振 装 置 の 自 社 開 発 に は 、 学 術 的 な 専 門 家 の 意

見 と 技 術 検 証 が 必 要 に な る が 、 連 携 す る 専 門 家 が い な

い た め 実 現 が 遅 れ る リ ス ク ＝ 経 済 性 管 理 （ 品 質 管 理 ）

と 人 的 資 源 管 理 ・ 経 済 性 管 理 （ 工 程 管 理 ） の ト レ ー ド

オ フ が あ る 。  

● 克 服 策 ： 短 期 的 に は 、 他 社 と の 共 同 開 発 で 対 応 す る 。

中 長 期 的 に は 社 内 人 材 を 選 抜 し て 国 内 外 の 大 学 等 で 学

ば せ る し く み を つ く り 、 人 材 を 育 成 し て 相 反 要 求 を 両

立 し 克 服 す る 。 た だ し 、 他 社 と の 共 同 開 発 は 開 発 分 担

金 や 開 発 後 の 利 活 用 方 法 、 技 術 に 関 す る 守 秘 義 務 等 に

関 し て 合 意 形 成 を 図 り 文 書 化 し て お く 事 に 留 意 す る 。  
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答案例 
09 建設部門受験者 

（建設環境） 
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答案例 
10 上下水道部門受験者 
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答案例 
12 農業部門受験者 
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答案例 
13 森林部門受験者 
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